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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成２９年１２月１４日 午前９時５８分～午後１時５１分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人） 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

   副委員長  森 満    晃 

委  員  新 原 春 二 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

委  員  杉 薗 道 朗 

委  員  井 上 勝 博 

委  員  持 原 秀 行 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者

   市 民 福 祉 部 長  上大迫   修 

   市 民 課 長  瀬戸口 良 一 

    課 長 代 理  坂 元 久 徳 

   環 境 課 長  内 田 泰 二 

   川内クリーンセンター所長  原   暢 幸 

   市 民 健 康 課 長  檜 垣 淳 子 

   保 険 ・ 年 金 課 長  西 田 光 寛 

障害・社会福祉課長  有 西 利 朗 

高齢・介護福祉課長  遠 矢 一 星 

保 護 課 長  松 尾 和 俊 

子 育 て 支 援 課 長  知 識 伸 一 

───────────────── 

税 務 課 長  道 場 益 男 

収 納 課 長  有 村 辰 也 

──────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  砂 岳 隆 一 管理調査グループ員  堀之内 孝 充

──────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

環 境 課 

川内クリーンセンター 

議案第１４１号 薩摩川内市災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関す 

       る条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第１６４号 平成２９年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算 

議案第１６７号 平成２９年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

（所管事務調査） 

保 険 年 金 課 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

市 民 課 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第１６５号 平成２９年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補 

       正予算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第１６６号 平成２９年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算 

（所管事務調査） 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

保 護 課 

議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

子 育 て 支 援 課 

──────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福田俊一郎）それでは、ただいまか

ら市民福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可します。 

────────────── 

△環境課及び川内クリーンセンターの審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、環境課及び

川内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第１５６号

平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題

といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、一般会計補

正予算の歳出について説明をいたします。 

 予算に関する説明書（第５回補正）の４０ペー

ジをお開きください。 

 ４款１項８目環境衛生費、環境総務一般管理費

２９万７,０００円は、人事異動に伴う人件費の調

整分でございます。同じく、その下の環境保全対

策費８７万円の増は、藺牟田池に降る雨の量と池

の水位から、藺牟田池の適正な水位を導き出すた

めに、生態系保存資料館アクアイムの屋上に雨量

計を設置するものでございます。 

 次に、９目公害対策費の１６０万円の減は、委

託料入札執行残分の減額でございます。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 ２項５目ごみ処理費、資源ごみ分別推進事業費

の２２２万円は、水銀汚染防止法が改正されたこ

とにより、水銀体温計や水銀血圧計、蛍光灯、ボ

タン電池の水銀使用製品を適切に回収するため、

市内１５カ所に水銀使用製品回収ボックスを設置

するものでございます。 

 次に、甑島クリーンセンター管理費の９７０万

４,０００円は、甑島クリーンセンターの煙突解体

工事を実施中でございますが、上甑島クリーンセ

ンター分でダイオキシン類曝露防止対策を行う必

要が生じたため、この後、実施する下甑クリーン

センター解体工事の費用が不足する分を増額する

ものでございます。 

 次に、６目し尿処理費、上甑投入施設管理費の

５９万４,０００円の増は、上甑地区にあります中

甑・中野浄化センターのし尿の貯留槽から希釈タ

ンクへ移送するポンプと調整するためのスイッチ

が故障したため、取りかえ修繕を行うものでござ

います。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）川

内クリーンセンター分の補正予算について御説明

いたします。 

 まず、歳出について御説明いたします。 

 予算に関する説明書（第５回補正）の４１ペー

ジをお開きください。 

 ４款２項５目ごみ処理費のうち、川内クリーン

センター分は、事項、川内クリーンセンター管理

費で、川内クリーンセンター基幹的設備改良事業

に係る循環型社会形成推進交付金の交付決定に基

づく財源調整でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。

１７ページをお開きください。１７ページです。 

 １５款２項３目衛生費補助金、２節清掃費補助

金の４１０万円の減額は、先ほど説明いたしまし

た川内クリーンセンター基幹的設備改良事業に係

る循環型社会形成推進交付金の交付決定に伴い、

減額をお願いするものでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま説明がありま

したが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（杉薗道朗）水銀を含む蛍光管、ボタン

電池等を含めて回収ということで、新しくまた回

収箱といいましょうか、形態的にはどういう状況

のあれなんでしょうか。いわゆる管球類、それか

らボタン電池類、それぞれちょっと費目が違いま

すので、一つの枠のケースの中に全部入れ込むの

か分別式になっているのか、ちょっと詳細説明を

願います。 

○環境課長（内田泰二）水銀製品の回収ボック

スでございますが、幅が７０センチ、奥行きが

４０センチ、高さが１３３センチでございます。
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扉が全部で４個ついておりまして、右側に

１３３センチ分の高さの長い蛍光灯を入れる缶と、

左側に３段ございまして、そこに水銀体温計、そ

れとボタン電池とか、それを分けて入れていただ

くような形になります。 

○委員（杉薗道朗）今の説明で漠然と何となく

わかるんですけど、図面であったらちょっと示し

ていただければなと思いました。 

 それと、施錠をされるんですか。そこはもう自

由に市民の方々が置いてある１５カ所に入れてい

いのかどうか、そこらのあたりのちょっと説明を。 

○環境課長（内田泰二）１５カ所、現在のとこ

ろ予定しておりまして、本庁、それと支所、それ

とあと中央公民館、セントピア、水道局等に御相

談はしているところでございます。 

 入れられるもの自体が危険性を帯びたものでご

ざいますので、それぞれの施設があいている時間

であれば投入できるようなふうで考えております。 

○委員（杉薗道朗）わかりました。 

 あと、今は各自治会において危険物回収という

ことで、一般的に業務じゃなくて家庭用のそうい

う蛍光管を含めた形でも回収はされておりますけ

れども、それはそれとして並行でやっていくとい

うことになるんですね。 

○環境課長（内田泰二）今現在、考えていると

ころでは、今回の回収箱の設置は４月１日を予定

しております。３カ月ほど期間がございますので、

広報紙や市のホームページ、それと２月には衛自

連だよりでも出ます。それとまたＦＭさつません

だい等で、これまでの回収とは別個で回収ボック

スを設置しますということで、一気に移行という

のは難しいと思いますので、徐々に移行していっ

ていただければというふうで考えております。 

○委員（杉薗道朗）回収ボックスの件は了解い

たしました。 

 あと、自治会関係においては、やっぱりそうい

う燃えないピンクの袋に入れて出されるものです

から、クリーンセンターのほうにおいて当然また

分別をされて、それで手間等もかかるのかなと。

こういう回収ボックスですと、きれいに分別がで

きていますので、後の作業が非常にやりやすいこ

とがありますので、将来的には各自治会のそうい

うごみステーションあたりにも、簡易なものでも

いいですから設置する方向性で、今、今回のこの

１５カ所の部分に関して、常時というか随時その

経過を見ながら、設置ができる方向性があれば、

出される人なんかも蛍光管なんかは突き出て非常

に難儀するということも言われるものなので、出

すときに割れたりして危ないということもあるも

のですから、将来的にはそういう今回のこれを検

討しながら、自治会に設置ができる方向性でまた

考えていただきたいということを要望しておきま

す。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

 ほかにございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）環境保全対策費で八十何万

円、これ、済みません、もう一回詳しく説明をし

ていただけませんか。 

○環境課長（内田泰二）環境保全対策費の

８７万円でございます。これは、アクアイムの屋

上に雨量計を設置するということで、先ほど説明

させていただきましたが、設置するに至った経緯

というのが、ことしの７月３日付の南日本新聞に

「鹿児島文化を語る」という欄がございまして、

そこに元県立博物館の寺田仁志先生という方が、

藺牟田池の環境保全対策についての投書をされて

おります。 

 この中で、池の水位が高い時期があるというこ

とで、これがちょうどヨシ群落とか外来生物では

ない、もともと藺牟田池に生息している貴重な植

物群があるんですけれども、これが芽吹く時期と

ちょうど水位の高い時期が重なっているというこ

とで、やっぱり生態系が合わなくなって、だんだ

ん少なくなっているんじゃないかと、こういった

趣旨の投稿をされております。 

 ここから、池の水利権自体は土地改良区が持っ

ていらっしゃいますので、ここを土地改良区に御

相談をしないといけないんですけれども、今現在、

私どもは何もデータを持っていないものですから、

そこらあたりのデータをちょっと一、二年調査を

して、その結果を見て御相談なりさせていただく

ことはできないかということで、今回、雨量計を

設置するものでございます。 

○委員（瀬尾和敬）そんな難しいのはよくわか

らないんですが、あそこの生態系というのは、い

ろんなペットをもう飼わなくなった人が持ち込む

とか、例えばとんでもないカメがいたりとか、こ

れまでそんなのおったのかなというのが出てきた

り、それからアヒルがいたりとか、もちろんブ

ルーギルとかブラックバスはもちろん持ち込み、
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白鳥そのものも誰かが持ち込んだというようなこ

とで、生態系がめちゃくちゃになっています。 

 そういう意味で、あそこの水位によって、そう

やって生態系の動向を探るという、そういう意味

だと。それはありがたいことだと思います。 

 ただ、これからは、暖かくなると釣り人がふえ

ます。ブルーギルを釣っておられるんですけれど

も小さいんですよね。小さいということは、もう

いっぱいはびこっているという証拠ですね。反面、

こんな巨大なコイが泳いでいるんですよね。 

 だから生態系がどうなっているか、はっきり言

ってよくわからないところがありますね、たまに

見る人間としても。その解明の一助になればいい

と思います。いいふうにしてください。お願いし

ておきます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○環境課長（内田泰二）それでは、環境課にか

かわります所管事務の説明をいたします。 

 委員会資料の３ページをお開きください。 

 川内汚泥再生処理センター業務改善についてで

ございます。これは概要でございますが、本年

５月に発生しました失火案件に関しまして、改善

対策が完了いたしましたので説明するものでござ

います。 

 ３のこれまでの経緯でございますが、５月６日

と２６日に炭化製品からの発熱により失火が発生

し、消火活動が行われております。５月２９日に

文書で事業者に対しまして改善勧告を行っており

ます。６月１５日に調査報告書と改善計画書が提

出されまして、業務改善対策を実施するよう指示

いたしたところでございます。８月３日には市民

福祉委員会の皆様による現地視察を実施していた

だいたところでございます。その後、１０月

３１日に業務改善報告書が出てまいりました。

１１月２１日には、報告書の追加修正が提出され

ております。 

 ４の改善内容でございます。次ページに白黒で

はございますが、写真も添付してありますので、

あわせてごらんください。 

 まず、フレコンバッグ蓄熱対策といたしまして、

アの鉄箱に入れまして、水冷却管で冷却するとと

もに温度センサーを取りつけてございます。イの

袋詰めの際にはスクリーンを取りつけて異物を除

去し、また強力な磁石を置いて、金属類があった

場合はこちらに吸いつくようにしてございます。

ウの炭化製品に水分が混入しないように接続管等、

これまでゴムホースであったものをブレードホー

スにかえたり樹脂製のものをステンレスにかえた

りしております。エの温度監視をするため、熱画

像センサーを追加するとともに、温度警報設定を

８０度から６０度に下げております。それと、オ

のフレコンバッグの上部には、発熱したときに注

水装置を設置してございます。 

 （２）の予防的対策といたしましては、月１回、

炭化製品の炉内点検と運転管理マニュアルの見直

しを行ってございます。 

 １１月２１日に追加修正をということでござい

ますが、これは監視用カメラの画像、これは

２４時間回っておりますが、これをパソコン上に

保存できるように指示したことによる修正の報告

でございます。 

 それと、発熱の原因自体については、まだ究明

できていないという報告を受けております。今、

今朝ほども相当冷え込みましたが、今のところ熱

がこもる状態ではございませんので、また暖かく

なってきた時期に再度、同様のこれまでやってき

ました実験等をして、また原因を究明していきた

いということで報告を受けております。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て、質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）今のことではないんですが、

エコパークのことで、ちょっと聞いた話だと遮水

シートがあって、この遮水シートにはセンサーが

ついていて、遮水シートが破れて浸水が漏れたら

センサーが警告をするという仕組みだということ

で、二重三重に対策を打ってあるという話であっ

たんですが、ただ設計変更がされて配管で回収し

て、遮水シートの下を配管を伝わって浸出水を回

収するという仕組みになったというふうに聞いて、
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そうすると、遮水シートにはセンサーがあるかし

れんけれども配管から漏れる心配は出てこないの

かと。それがまた地下水にまじるということはな

いのかということと、それから、そのときのセン

サーは設置はされているのかどうかと、もし配管

に異常があった場合、そういったことについては、

今、答えられないと思いますので調べていただき

たいと思うんですが、何か情報はありますか。 

○環境課長（内田泰二）エコパークのシートの

関係でございますが、私どもが承知しているとこ

ろではシートの下に通っている配管は、地下水を

集めるための配管だというふうで聞いています。

ですから搬入されたごみ、産業廃棄物はシート部

分で全部遮断されておりますので、そこからのも

し水が漏れ出すと、さっき言われたセンサーが稼

働する仕組みになっておりますので、現在のとこ

ろ漏れたという情報も聞いておりませんし、セン

サーが動いたというのも聞いておりませんし、そ

のシートの下に産業廃棄物の汚水を集めるための

配管は通ってないということで聞いております。 

○委員（井上勝博）わかりました。 

 浸出水ではないというお話ですが、そういう浸

出水の回収についての、要するに浸出水を回収し

て、それを浄化して、また天井からシャワーのよ

うに落として循環するという仕組みだということ

で説明を聞いているわけですけれども、その浸出

水を受ける配管が遮水シートの下に行く構造に変

更になったと聞いたものですから、それがなけれ

ばいいんですけれども、変更、そういうのがもし

あれば、次回調べておいていただきたいと思いま

す。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）最

終処分場の基本的な構造について、若干御説明い

たします。 

○委員長（福田俊一郎） ちょっと休憩いたし

ます。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時１８分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時１９分開議 

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）本会議に戻します。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）最

終処分場につきましては、管理方、一般、うちの

ほうの最終処分場と同じ構造になっております。

まず、シートで埋め立て廃棄物と地下水を遮断す

る構造になっております。浸出水につきましては、

シートの上で回収する配管を設置するようになっ

ております。あと、シートの下の地下水について

も、上の埋め立て物に影響を及ぼさないように

シートの下で回収するように集水管を設置する構

造が、基本的な構造となっておりますので、そこ

は多分、基準になっておりますので、そこを曲げ

ることはできないんではないかというふうに考え

ております。 

○委員（井上勝博）じゃあ設計変更は、私たち

に説明した以降、設計変更はなかったというふう

に理解してよろしいんですか。 

○環境課長（内田泰二）そこの設計変更のこと

を私どもは承知しておりませんので、そこはまた

確認をしてみますので。 

○委員（新原春二）墓地の関係で全体的にお聞

きしたいんですけれども、今現在、お寺さん等の

収納の墓地が結構普及をしておりまして、一般墓

地が大体あいてくるという状況がちょっと話を聞

いております。 

 市の墓地の関係で、そういう現況があるのか、

それに伴って、当然、個数が減ってくれば、それ

なりにその墓地というのは荒れてくるわけで、墓

地組合がきちんと管理をすれば何も問題はないん

ですけれども、墓地組合がなかなか機能しないと

ころについては、結構、墓地が荒れてくるという

現象があるのではないかというふうに危惧をして

いますけれども、そこら辺の市、あるいは民間の

墓地の関係で、そうした集積墓地に集積をするた

めに今現在ある墓地が荒廃をしてくる現況という

のはどうなんですかね。 

○環境課長（内田泰二）墓地の関係でございま

す。 

 委員おっしゃるとおり、現在お寺さんが納骨堂

をあちこちのお寺さんでつくっていらっしゃいま

して、その関係で共同墓地のほうから改葬されて

納骨堂のほうに移されるという状況が非常にふえ

ております。市営墓地に限って言っても、市営墓

地のほうから、また納骨堂に移されるという方も

多うございます。 

 それと、市営墓地は管理を市のほうで指定管理

でやっておりますので問題ないんですけれども、

民間の共同墓地につきましては、管理組合のない

お墓については、荒れるというか墓がそのままに
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なった状態で、中身のお骨だけ持っていかれると

か、そういう状態が結構見受けられるようでござ

います。 

 改葬する場合には、私どもの環境課の窓口に来

て改葬許可を受けられた上で納骨堂のほうに入れ

られるんですけれども、窓口のほうでも「墓をし

まわれる場合は、後をきれいにして新しい納骨堂

のほうに移してください」というふうでお願いは

しておりますけれども、人によっては、されずに

そのままになっている、そういう状況もございま

す。 

 あと、管理組合のない墓地につきましては、ど

うしてもお掃除をする方もいらっしゃいませんし、

自分の墓参りはされますけれども人のところまで

手が及ばないというような状況で荒れてくる。こ

れはもう県内、先般あった会議の中でも出てまい

りましたが、どこの自治体においてもそういう状

況だということで聞いております。 

○委員（新原春二）一般質問でも中島議員のほ

うから墓地が荒れるので、そこを管理をするため

に対処はできないかという質問があったように思

いますけれども、やっぱり墓地組合があって、き

ちんと管理をされている部分はいいとしても、管

理をされていない部分が今後どうしても荒れてく

るということがありますし、また管理組合もない

ところ、具体的に言えば、ここがあいとって「こ

この土地に墓をつくっていこうか」ということで

四、五軒が集まって、墓地は墓地なんですけど全

く公認されていない墓地が結構あると思うんです

よね。そこら辺の市としてのチェックができてい

るのかどうか。そこら辺もきちんとしないと、こ

れは墓地として指定をされている組合の墓地で管

理をされているんですが、そうでない墓地が結構

あるんじゃないかと思います。 

 特にそういうところは、だんだん高齢化になっ

ていって管理者がいなくなる。そして当然、墓所

も荒れてきて特にそういうところは、また崖上に

あるというような状況もあって、だんだんのり面

も崩れてくるという、私も３カ所ぐらい相談を受

けているんですけれども、そうしたものがどんど

んふえてくるという状況にありますので、その全

く管理されていない部分、また完全な民地で墓地

指定をされていないところ、そういうところを今

後の指導でありますとか、そういうのり面が崩れ

てくるとかの対策だとかというのは考えていらっ

しゃいますか。 

○環境課長（内田泰二）共同墓地の実態調査を

一昨年度から始めておりまして、税務課の土地台

帳と、それと私どもも十数年前に整備した台帳を

持っておりますので、その突合を今しまして、そ

れをまた今度ＧＩＳ上に落として、今度はその後、

それぞれの墓地の自治会長さんに調査をかけて、

管理組合があるかないか、そこらあたりをもうち

ょっと調査をしようかなということで、今、準備

を進めているところでございます。 

 お墓の数が、共同墓地の数が、これは実数では

ないんですけれども１,０００に近いぐらいのお墓

がございますので、そこらあたりで今、手間取っ

ているところでございますが、なるべく早い時期

に管理組合のあり・なしとか、それとあと改葬な

んかに来られたときに、管理組合の方の承認の印

鑑をもらう必要等もございますので、そこらあた

りも含めて、ちょっと一斉に調査をかけたいと考

えております。 

○委員（新原春二）調査をされるということで

大変ありがたいことですので、きちんとやっぱり

墓地の管理といいますか、そういったことも含め

て公共墓地をきちんと指定をするということが大

事だと思います。 

 ただ、結構、先ほどもありましたように、全く

もう私有地に便宜上されているところもあって、

そこらあたりが結構荒れているというふうに私も

考えていますので。 

 もう一つ、共同墓地も含めてそうなんですが、

大体、地域の辺地に指定をされて、特に崖上が多

いと思うんですけれども、そういった崖上なんか

の崩落が非常に懸念をされるところ、そういうと

ころは、当然もう墓地組合のほうにお願いをして、

処置をお願いすると思うんですけれども、そうし

た場合に、市からの補助だとか、民地ですからか

なり厳しいと思うんですけれども、墓地に関する

そうした周辺の環境整備に関する補助金とか、そ

ういうものの整備をしないと、なかなかこれから

先も年齢が高くなっていきますと、やはり厳しい

んじゃないかと思いますので、そこら辺の考えは

どうですか。 

○環境課長（内田泰二）共同墓地の関係の災害

復旧につきましては、２分の１の補助で最高

２００万円までということで、今、実施しており

ます。これも今年度は２００万円の予算をいただ
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いておりましたが、全て使い切るような状況でご

ざいます。 

 申請をされるところというのは、管理組合があ

るがゆえに申請されているわけでございまして、

中にはもう申請しないといけないんだけど、申請

する人もいないというような墓地も見受けられま

すので、そこらあたりも、さっきの共同墓地の調

査とあわせて、今後の市の方向性というか、そこ

らあたりもつくっていかないといけないのではな

いかと思っております。 

 また、補助率にしても、今、薩摩川内市は２分

の１でございますが、他市の状況を調べてみると、

中には薩摩川内市よりも、まだ補助率の高いとこ

ろなどもありますので、そこらあたりも含めて検

討してまいりたいと思っております。 

○委員（杉薗道朗）２点ほどちょっとお願いを

含めてなんですが、もう年末に入ってまいりまし

たので、またそろそろ皆さん大掃除とかなんとか

で、クリーンセンターのほうもかなりごみが集ま

ってくるのかなと思うんですが、１点目には、ま

ず皆さん方が出される燃えるごみと燃えないごみ、

いわゆる粗大ごみを含めて危険物なんか、ごみの

出し方が、この前ちょっと苦情もあったんですけ

ど、要するに燃えるごみの中に燃えないごみを入

れて、極端に言えば燃えるごみ袋の中に鍋が入っ

とったとか、そういう異物が入っていたと。 

 それで当然、自治会において担当が、環境美化

推進員の活動支援も含めて、そういうときは分別

をするんですけれども、少し今、地域によっては

そういうこともないのかもしれませんが、分別が

ちょっと乱れてきている部分があるというふうに

聞くところもあります。 

 そうした本来は資源ごみで出すべき部分、空き

缶とかそういうのが危険物の袋の中にまとめて出

されているという現象もあって、自治会によって

は厳しく、その日に出される分は確認ができるん

でしょうけど、前日とか係りがいないときに、ぽ

っと出されたりした場合に、大変苦慮していると

いう部分がありますので、もう一度、これはあく

までも個人のそういったモラル的な部分もあると

思いますので、啓発していただきたいなと、「き

ちっと分別をお願いします」と。 

 何ていうかのかな、少し年配の方なんかの中に

は、ちょっとずさんな出し方が、自分たちの当番

で立っているときにありますものですから、再度、

何か文書等、広報でも結構ですので、そこあたり

をちょっとお願いしたいなというのが１件。 

 それともう１件は、今、お墓がありましたけど、

身寄りのない方が亡くなれて跡の整理をするとき

に、業者のほうに委託をしていろいろ引き取って

はもらうんですが、中に仏壇が残るんですよ。相

談もあったと思います。 

 業者の人も「仏壇はもう引き取りません」と

「そっちで処分してください」と言われて、結局、

回り回ってちょっと私のほうに相談が来た経過も

あるんです。私も今まで二、三件そういう相談が

あるんですが、以前、クリーンセンターにちょっ

とばらして持っていったら「これは仏壇ですね」

と引き取りを拒否されたような経過もあって、そ

こはちょっとまたいろいろあったんですけど、仏

壇屋さんとかお寺とか、そういうところで有償で

は引き取られる部分があるんですけれども、近親

者、親族の方がいらっしゃればそこまでされるん

でしょうけど、中島議員の一般質問の中でもちょ

っと若干触れたところもあったと思うんですが、

全く身寄りのない方なんかが亡くなったときに、

そういう仏壇という特殊なものに対して、クリー

ンセンターとしては、あれにお願いされた方が持

ち込んだどきに、しっかりそこらあたりを対応し

ていただけるのか、「いや、それはもうちょっ

と」というふうで、流れとしてはそういう状況に

なっているように感じるんですが、そこはどうな

んですかね、答えてください。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）済

みません。以前、私も聞いた話なんですけれども、

仏壇を持ち込まれて処理しようとしたときに、職

員のほうがちょっとしたけがをしたという事例が

あったということで、実際にはきちんと供養して

いただいて、細かく分解していただいて持ち込ま

れる場合には受け取っている経緯はございます。 

 ただ、仏壇そのもので持ってこられた際に、そ

ういう事故があったということで、なかなか難し

いなというところではございますけれども、きち

んとお寺さんのほうで供養していただいて、きれ

いに分解していただいて持ち込んでいただくこと

で御相談いただければというふうに考えておりま

す。 

○委員（杉薗道朗）了解です。 

 とりあえず、そういうふうに相談があったとき

には、きれいに分解して、当然、持ち込むときに
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電話しますので、「済みません、仏壇ですけどき

れいに処理して持っていきますから」ということ

で対応を、こちらからまた連絡をすれば一応受け

取っていただくということでよろしいですね。 

 前回は、ばらしていったんですけど見ればわか

るわけですよ、「あ、これは仏壇やな、それはあ

かん」で返されましたので、これからまたおいお

い、そういう孤独死とかいろいろあるものですか

ら、ふえてくる可能性がありますので、そこもま

た配慮のほうをよろしくお願いします。 

○委員長（福田俊一郎）ごみの分別については

意見、要望です。 

○委員（持原秀行）杉薗委員の意見をちょっと

補足して仏壇なんですが、あれは金箔とか張って

ありますよね。実はあれ、ちゃんとリサイクルし

て回収される業者がいるんですよ。それで、それ

をきちっと溶かして金をまた回収されている業者

が川内にもあります。 

 ですから、やっぱりそういうリサイクルすると

いうような形の中で、そういうのができないもの

かどうか、ちゃんと仏壇屋さんと何か提携されて、

そうされているんですよ、実際にされている方が

おられます。相当な金になるみたいです。 

 ですから、やはりそういう金額にもなるという

ことで、やはりそういうところもきちっと仏壇屋

さんとも一応お話をしていただいて、そういう啓

発ができれば、ただ燃やすのではなくて、金のリ

サイクルというんですか、やはりそういうのをし

ておられる方もおりますので、どっかそこらあた

りも、やはりそういう業者さんとも協議されてみ

て、持ち込むのを皆さん市民の方はちゅうちょさ

れるんです、やっぱり祭ってもらってもやっぱり

廃棄するというのは。だから、そういうところも

調査されてみたらいかがでしょうか。 

○環境課長（内田泰二）その件は承知しており

ませんでしたので、ちょっと調査してみます。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

 ほかによろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、保険年金課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第１４１号 薩摩川内市災害による

被害者に対する国民健康保険税の減免に関

する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○委員長（福田俊一郎）議案第１４１号薩摩川

内市災害による被害者に対する国民健康保険税の

減免に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○税務課長（道場益男）議案第１４１号薩摩川

内市災害による被害者に対する国民健康保険税の

減免に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、説明いたします。 

 議案は、議案つづり（その１）１４１－１ペー

ジ、内容につきましては次ページとなります。 

 議案に関連いたしまして、議会資料を提出して

ございますので、あわせてごらんいただきたいと

思います。議会資料は、総務部議会資料の２ペー

ジとなります。 

 よろしいでしょうか。 

 改正概要の説明の前に、条例につきまして、少

し説明をさせていただきたいと思います。 

 この条例につきましては、災害により被害を受

けた損害の程度に応じて、国民健康保険税を減免

するための基準等を定めたものでありまして、条

例では、被害を受けた際に保険金とか共済金とか

によって補塡されるべきものがあれば、その金額

を控除して損害額を算出するといった仕組みがと

られております。 

 例えば、農家の方が、冷害等で被害を受けられ

た場合に、農作物共済金を受け取っておられまし

たら、損害額を算定する際には、損失額の合計額

から当該農作物共済金の金額を控除するといった

仕組みになるということでございます。 

 前置きのほうが少し長くなってしまいましたけ

れども、今回の改正の概要でございます。 

 先ほどの農作物共済金にも関係いたしますが、

農業災害補償法の一部を改正する法律の公布に伴

いまして、条例で引用しております法律の名称が、

「農業災害補償法」から「農業保険法」に変更さ

れたことから、所要の規定整備を図ろうとするも

のでございます。 
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 次に、条例の施行期日等でございますが、この

条例は、法律の改正に合わせて平成３０年４月

１日から施行することとし、第２条第２号の仮名

まじりの「補てん」の字句を漢字の「補填」に改

める改正規定につきましては、公布の日から施行

することとしてございます。 

 また、農業共済の新制度の切りかえが平成

３１年産からとなることから、経過措置といたし

まして、附則第２項において新旧条例の適用区分

を規定してございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

しておりました、議案第１５６号平成２９年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案第

１５６号平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予

算の保険年金課分について、御説明申し上げます。 

 まず、歳出について説明いたしますので、予算

に関する説明書の３９ページをお開きください。 

 ４款１項５目国民健康保険対策費１,３０５万

５,０００円の減額補正については、財政安定化支

援事業算定額が確定したため減額するものであり

ます。 

 次の７目後期高齢者医療対策費６１８万

１,０００円の増額補正につきましては、長寿健診

事業の事業見込み増により２００万円、平成

２８年度後期高齢者医療広域連合市町村療養給付

費負担金確定に伴う精算返納金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

２４ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入のうち保険年金課分は、上

から７番目の後期高齢者医療制度事業費補助金の

１１６万１,０００円の増額補正でございますが、

先ほど説明いたしました長寿健診事業費の増額分

の補助金増分でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２９年度薩摩川内

市国民健康保険事業特別会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６４号

平成２９年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会

計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案

１６４号平成２９年度薩摩川内市国民健康保険事

業特別会計補正予算の保険年金課分について、御

説明申し上げます。資料は１３４ページからにな

ります。 

 まず、歳出について説明いたしますので、

１４８ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費につきましては、国保

制度関係業務準備事業費補助金の交付決定により、

３２万４,０００円増額するものでございます。 

 次の１４９ページ、１款２項３目賦課徴収費に

ついては、事業実績見込みにより、２１万

５,０００円減額するものでございます。 

 次の１５０ページ、２款１項１目一般被保険者

療養給付費については、本年度の医療費の給付見

込みにより、１億円減額するものでございます。 

 次の１５１ページ、２款２項１目一般被保険者

高額療養費については、本年度の医療費の給付見

込みにより、１億円増額するものでございます。 

 次の１５２ページ、３款１項１目後期高齢者支

援金、３目後期高齢者支援金事務費拠出金につい

ては、拠出金額の確定により、それぞれ減額する

ものでございます。 
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 次の１５３ページ、４款１項１目前期高齢者納

付金、２目前期高齢者関係事務費拠出金について

は、納付金確定に伴いそれぞれ減額するものござ

います。 

 次の１５４ページ、５款１項２目老人保健事務

費拠出金については、事務費確定に伴い３万

２,０００円減額し、次の１５５ページ、６款１項

１目介護納付金については、納付金確定に伴い

７,５９１万５,０００円減額し、次の１５６ペー

ジ、７款１項１目高額医療費共同事業医療費拠出

金は、決定額通知により４,０９７万４,０００円

増額するものでございます。 

 次の１５７ページ、８款１項１目特定健診保健

指導事業費は、実績見込みにより１万８,０００円

増額するものでございます。 

 次の１５８ページ、１１款１項３目償還金につ

いては、平成２８年度療養給付費等負担金精算返

納金確定に伴う増額と、療養給付費交付金精算返

納金が確定し、当初予算分が不要となったため相

殺し、合計で６,１０５万５,０００円増額するも

のでございます。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 まず初めに、国民健康保険税関係については、

税務課のほうで説明をいたします。 

○税務課長（道場益男）それでは、税務課・収

納課に係ります補正予算について、御説明いたし

ます。 

 １４０ページをお開きください。 

 １款１項国民健康保険税であります。１目一般

被保険者国民健康保険税におきましては、現年課

税分について、世帯数、被保険者数の減少等によ

る実績見込みに基づく減額を行うとともに、医療

給付費滞納繰越分について、収入実績に基づく増

額を行うものであります。 

 また、２目退職被保険者等国民健康保険税にお

きましても、現年課税分について、実績見込みに

よる減額を行うものであります。 

○保険年金課長（西田光寛）続きまして、

１４１ページのほうをお願いします。 

 ３款１項２目療養給付費等負担金については、

後期高齢者支援金、介護納付金の確定に伴う減額

であります。 

 次の１４２ページ、３款２項７目国民健康保険

制度関係業務準備事業費補助金については、補助

金の交付決定により、３２万４,０００円増額する

ものでございます。 

 次の１４３ページ、４款１項１目療養給付費交

付金については、平成２８年度退職者医療療養給

付交付金等の確定額決定通知により増額するもの。 

 次の１４４ページ、５款１項１目前期高齢者交

付金については、平成２９年度前期高齢者交付金

額の決定により減額するもの。 

 次の１４５ページ、６款１項２目財政調整交付

金については、平成２９年度普通調整交付金額の

決定により減額するもの。 

 次の１４６ページ、９款１項１目一般会計繰入

金の減額については、財政安定化支援事業繰入金

について、平成２９年度分の算定額決定通知に伴

い減額するものであります。 

 続きまして、１４７ページ、１０款１項１目療

養給付費交付金繰越金の減額については、平成

２８年度精算金が追加交付となったため不要とな

ったため減額するもの。次の２目その他繰越金の

増額については、平成２８年度決算の繰越金の確

定に伴い増額するものでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）１５０ページの一般被保険

者療養給付費１億円の減と、それから１５１ペー

ジの一般被保険者高額療養費が１億円増と、これ

は偶然なんですか、何かこう……。 

○保険年金課長（西田光寛）一般被保険者の高

額に係らない部分のほうが、支給が現在のところ

低くて、高額医療に係る部分の医療費のほうが多

いというふうな見込みであるため、そこを調整し

たというところでございます。 

○委員（井上勝博）この１億円という数字は偶

然なんですか。 

○保険年金課長（西田光寛）偶然でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ
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とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第１６７号 平成２９年度薩摩川内

市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６７号

平成２９年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案

１６７号平成２９年度薩摩川内市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算について、御説明申し上げ

ます。 

 資料は１８８ページからになりますが、まず歳

出について説明いたしますので、１９６ページを

お開きください。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に

ついては、平成２８年度決算に伴う繰越金の確定

額を財源調整し、増額補正するものでございます。 

 次の１９７ページの４款１項１目保険料還付金

は、本年度の還付金が不足を生じる見込みである

ことから２００万円増額補正するものでございま

す。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 前に返っていただきまして、１９４ページをお

開きください。 

 ５款１項１目繰越金については、平成２８年度

決算に伴う繰越金の確定額を補正するものでござ

います。 

 次の１９５ページ、６款２項１目保険料還付金

については、還付金の財源については、全額広域

連合が負担することになっていることから、増額

分について補正するものでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、所管事

務調査としまして、委員会資料に基づき説明させ

ていただきますので、市民福祉委員会資料の

７ページをお開きください。 

 まず、１、短期被保険者証・資格証明書の交付

状況につきましては、国民健康保険、後期高齢者

医療保険、それぞれ滞納のある方に対しまして、

事務処理要綱で基準を定めて交付を行っておりま

す。発行件数等は記載のとおりでございます。こ

れについては定期的に委員会に報告させていただ

いております。 

 続きまして、２、国民健康保険標準保険料率の

仮算定結果についてを説明させていただきます。 

 これにつきましては９月の委員会で第３回目試

算結果について資料を配付し説明いたしましたが、

１１月１５日に平成３０年度国民健康保険事業費

納付金及び標準保険料率の仮算定結果について説

明がされ、公表されましたので、説明をさせてい

ただきます。 

 まず、前回の第３回目試算については、県が本

算定を行うための係数の設定や激変緩和策等を市

町村と協議するために活用するものとして示され、

対象予算も平成２９年度分として示されていまし

た。 

 今回の仮算定結果については、第３回目試算で

検討し決定した係数を用いて、対象予算も平成

３０年度予算ベースとして試算し、平成２８年度

決算ベースの一人当たりの保険料額と比較し、激

変緩和を行うこととしております。 

 また、平成３０年度国民健康保険事業費納付金

についても仮算定が示されましたので、現在作成

中の平成３０年度予算については、この数値を用

いてあります。 
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 なお、納付金等の確定については、現在、国の

予算編成がされている中で検討中の診療報酬等の

改定が及ぼす影響が大きいため、年末に国が確定

係数を示し、年明けに県が納付金等の確定数値を

示すこととなっております。 

 それでは、資料に基づき説明をいたします。 

 ８ページには説明の概要、９ページが今回の試

算結果、１０ページが前回の試算結果となってお

ります。 

 ９、１０ページのほうをごらんください。 

 １０ページの前回の試算では、②の金額と①の

金額の差は１,６４７円で、伸び率も１.６２％で

したが、９ページの今回の試算では、②と①の差

額 が １ 万 １ , ５ ７ ６ 円 と な り 、 伸 び 率 も

１２.２９％となりました。 

 この要因につきましては、８ページの概要の

３のほうにまとめてありますように、①の決算

ベース保険料の減ということで、平成２９年度の

本市の保険給付費が大幅に減少したため一人当た

りの決算額も減少したこと、②の平成３０年度保

険税必要額の算定額の増は、県の試算で平成

３０年度の保険給付の伸びを多く見ていることで、

②と①の差額が大きくなっております。 

 この結果は、本市だけでなく県下全体で同様の

傾向となっており、表を比較していただくとおわ

かりのように、前回は減少する自治体が２５自治

体あったのが、今回の試算では減少が１２自治体

ということで減少しております。 

 県と各市町村は、前回の試算をもとに激変緩和

策についても検討しておりましたが、方法につい

ては、増加した自治体の伸び率を一定割合に抑え

る方法とすることとし、その伸び率は比較する

２年の伸び率を２.１２％、単年で１.０６％と示

されております。ただし、今後の県の予算編成等

で若干、変更される可能性もあるということで聞

いております。 

 今回の激変緩和方法により、本市に当てはめま

すと、９ページ①の９万４,２２５円に２年間の伸

び率２.１２％を掛けますと、⑥９万６,２２５円

となり、⑦の２,０００円がその差額となります。

同様に各自治体激変緩和により差額抑制がされて

いるところでございます。 

 今回の制度では、今回の試算結果にも見られる

ように、２年度分の試算と決算の比較をすること

から、比較する対象年度によっては大きな差額が

生じてくる場合が出てくることがわかりました。 

 今後の予算編成方針と税率改正についてでござ

いますが、８ページのほうに記載してございます。

（１）は先ほどの説明のとおりでございますが、

（２）としまして、保険料算定の参考となる納付

金算定時の標準保険料率と、平成２９年度当初課

税時の金額を比較しますと、平成２９年度当初の

数値が約１億円多い状態でございますが、この数

値は全体の約５％でありまして、被保険者の減少

が換算すると、平成３０年度を推計しますと、ほ

ぼ同額と認められ、適正な数値だと考えていると

ころでございます。 

 平成３０年度国保会計の予算編成は、今後示さ

れます本算定、先ほど言いました年明けに示され

ます納付金確定金額により作成することとなりま

すが、激変緩和後の数値でございますと、人件費

と保健事業以外の保険給付費に係る一般会計から

の繰り入れをしなくても、現在の保険料で予算編

成ができる見込みだというふうに考えております。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、所管事務全般につ

いて、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）来年度は保険税率を上げな

くてもいいと。ただ、この名称のことなんですけ

ど、ここで私は「保険税率」というふうに今まで

思ってたのが「保険料率」だったかな、何かそう

いう名称を使ってなかったかと思うんですが、ち

ょっと何か名称がちょっとどうして違うのかとい

うのがあるんですが、これを説明していただきた

いんですけど、来年度はこのままでいいだろうと。

これは毎年こういうふうに試算されて、毎年こう

いうことがあるんですか。 

○保険年金課長（西田光寛）まず、先ほどの名

称の件ですけれども、国の資料では全部「保険料

率」ということで統一されておりましたが、県内

「料」でしているところはないものですから、県

のほうでこの資料も変更された部分があるんです

けれども、この今の表の部分を見ましても、上の

ほうは「一人当たり保険税必要額」となっており

まして、その下のほうは「保険料率ベース」とか

になっておりまして混在しているような状態でご

ざいます。ここはもう「保険税」ということで読

みかえていただければというふうに思います。 

 それと、今後のこういう改定の頻度というか、
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これは毎年こういうことでされるということでご

ざいます。 

○委員（井上勝博）わかりました。 

 そうすると、毎年この問題で頭を悩ませなくち

ゃいけないということで、ただ一般会計から繰り

入 れ て な いわ け だか ら、 来 年 度 は。 ２ 億

５,０００万円というのは、いわば今までは繰り入

れていたものを繰り入れなくてもいいわけだから、

それを繰り入れることによって調整するという考

えはあるんですか。 

○保険年金課長（西田光寛）予算につきまして

は、また３月の委員会のほうでも正式に御説明し

たいというふうに考えておるんですが、今、作成

している段階で、先ほども若干触れましたけれど

も、人件費等と保健事業費部分につきましては、

従来どおり一般会計からの繰り入れをさせていた

だきまして、以前から言われています赤字補塡部

分に係ります一般会計の繰り入れはしなくても済

むように今現在、作成中でございます。 

○委員（井上勝博）いわば法定外繰り入れとい

うやつは来年度はしなくてもいいと。その分は、

いわば今までは法定外繰り入れをしていたわけだ

から、毎年そういう変動があるけれども、それで

法定外繰り入れで調整するという、そういう考え

はないんでしょうか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）基本的にはその

部分については、今回の県へ財政運営主体が移っ

た中で、制度設計する中では考えておりません。 

 委員のほうにお伝えしたいのが、一つ二つある

んですけど、今回、市町村の国保運営から県を財

政運営主体とした全体の運営に変わったというこ

との中には、かかる給付費に対してかかる保険料

をどのように負担いただくかと、これを可視化し

て、毎年チェックをして、被保険者の皆様に負担

いただけるような形にしてございます。 

 なおかつ、その中では、それぞれの自治体が法

定外に繰り入れをしている実態を見て、県に基金

を積んだり、国の交付金制度によってその分を補

塡するなど、平成２７年移行後の伸び幅でいうと

合計約３,４００億円ぐらいになると思いますけど、

そういった国の制度をする中で、持続可能な保険

制度をするという考え方にありますので、先ほど

西田課長が申しましたとおり、人件費や保険事業

など、それぞれの自治体に係るコストのほうが確

実に整理ができる法定外の繰り入れは行いますけ

れども、保険給付費の伸びに伴う、保険料に対応

する赤字の部分については、制度設計上、考えな

いとみなすべきだろうというふうに考えて、現在

作業しているところです。 

 ただし、委員のこれまでの質問の中で、法定外

の繰り入れはできるのではないかということで、

制度的にはできますけれども、国・県を通じた全

体の考え方の中では、その赤字の繰り出しをせず

に、きちっとしたかかる給付費に対する保険料の

ほうを被保険者の方に負担いただくような形で、

制度を運営していかないと、制度そのものが持続

できないというふうなところでございますので、

そういったものを総合的に判断しますと、赤字の

部分については今のところ考えずに制度設計して

いるという状況でございます。 

○委員（井上勝博）なぜ都道府県単位化するか

ということについての説明文の中には、高過ぎる

国保税というのがあるわけですね。だから今でも

高いわけで、それを都道府県単位化にしてまた高

くなれば、何のための単位化なのかという問題が

出てくるわけであって、やっぱりそこはそういう

ふうに考えていくべきだと思います。 

 それから、今後の被保険者の減少というのは、

原因は何ですか。高齢化が進めば一定、国保に加

入する人がふえてくるんじゃないかというふうに

思っていたんですが、どうでしょう。 

○保険年金課長（西田光寛）やはり総体的な人

口の減と、後期高齢者制度というのがございます

ので、７５歳に行くともう全て後期高齢者に移動

されるものですから、今の現在の実績では、年々

５％ぐらいずつ国保の被保険者というのは減少し

ている現状でございます。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、市民課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 
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○委員長（福田俊一郎）まず、審査を一時中止

しておりました、議案第１５６号平成２９年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民課長（瀬戸口良一）市民課でございます。

補正予算について説明いたします。 

 予算に関する説明書の２７ページをお開きくだ

さい。 

 ２款１項１目一般管理費のうち、説明欄の市民

課関係は、市民政策調整費において１,４００万円

を増額しております。これは市民福祉部内各課の

時間外手当について、子ども・子育て新制度対応、

国保制度改革準備、甑島健康プロジェクト事務、

第７期介護保険事業計画など、事務量の増加に伴

い増額をお願いするところです。 

 次に、３２ページをお開きください。 

 同款３項１目戸籍住民基本台帳費のうち、説明

欄の戸籍住民基本台帳費においては、４４２万

６,０００円の増額をお願いしているところです。

内訳は、職員給与費の調整に伴うものと住民基本

台帳法施行令等の改正されることによる既存の住

民基本台帳関連システムの改修等に要する経費で、

財源は国庫補助金となります。 

 このシステム改修の内容については、委員会資

料の１ページをお開きください。１ページになり

ます。 

 まず、目的であります。政府では、誰もが活躍

できる一億総活躍社会をつくるため、女性活躍を

中核と位置づけ取り組み、女性の一人一人がみず

からの希望に応じて活躍できる社会づくりが重要

とし、その方策の一つとして、希望する人には、

住民票とマイナンバーカードに旧姓の併記が可能

になるようにシステムの改修を行うためのもので

す。 

 具体的に、なぜマイナンバーカード等への旧姓

の併記が女性活躍の取り組みとなるかといいます

と、旧姓で活動している働く女性が本人確認が必

要となる場合に、身分証明書として利用できるマ

イナンバーカードや住民票に旧姓が記載されるこ

とで、旧姓を証明することが容易にできるからで

あります。 

 次の２は、旧姓の記載手続の流れ、イメージ図

であります。その中ほどの左側は住民票です。住

民票に旧姓欄を追加することになります。右側の

ほうにマイナンバーカードがあります。イメージ

としましては、「山田（佐藤）」というふうにマ

イナンバーカードも変更されることになります。 

 ３はシステム改修の内容を記載しております。

７項目程度ございます。 

 ４はシステム改修のスケジュールで、今年度中

に改修し、来年度には本稼働、実施する予定です。 

 ここでまた予算に関する説明書３２ページに戻

りまして、説明欄の二つ目の丸になります。 

 個人番号事業費において１７万３,０００円の増

額につきましては、マイナンバーカード発行に係

る臨時職員の経費をお願いするものです。財源は

国庫補助金となります。 

 歳入について、１７ページをお開きください。 

 １５款２項１目１節総務費補助金説明欄、社会

保障・税番号制度システム整備費補助金の

４２２万３,０００円は、歳出で説明しましたマイ

ナンバーカード等関連システム改修に係る補助金

で、１０分の１０の補助率となっています。 

 次の同目１７節個人番号カード交付事業費補助

金１７万３,０００円も、歳出で説明しました繁忙

期に向けたマイナンバーカード発行に係る臨時職

員の事務費補助金で１０分の１０の補助率であり

ます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）私は、従来からこのマイナ

ンバーカードに対しての批判をしてきたわけです

けれども、私はカードを持ってないものですから

お聞きしたいんですけど、このカードにマイナン

バーが記載されているんですかね。 

○市民課長（瀬戸口良一）カードには裏面のほ

うにマイナンバーが記載されております。資料の

１ページにマイナンバーカードのイメージがあり

ま す け ど 、 そ の 黒 い 帯 の 下 に

「１２３４５６７８９０１２」とあります。それ

がマイナンバーになります。 

○委員（井上勝博）紛失した場合は、いわば他

人が拾ったりすれば、それはもう個人のマイナン

バーが漏れるということになるんですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）紛失しましたら、ま

ず警察に連絡を、国も２４時間体制で受け付ける

体制がございます。それに伴い、番号もまたその

方が変えたいということでは、変える仕組みがあ

ります。ですから、届け出ることによって、この
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番号は変えることができます。 

○委員（井上勝博）ごめんなさい。私ちょっと

認識が違っていたんですけど、マイナンバーとい

うのは、その人につけられる、生まれてから十二

桁の番号がその人の番号になると。すると、紛失

したりしたときに変えることができるんですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）紛失といいますか、

今でもその番号は希望があれば変えることができ

ます。 

 ですから、その番号が漏れたにしても、それで

も何もできませんので、紛失しても、でも一番重

要な番号ですから、特に法でも定められて、最新

の漏れないような仕組みになっています。 

○委員（井上勝博）私が言いたいことは、結局

マイナンバーが便利ということは、逆にマイナン

バーにいろんな情報がくっついてくるというもの

が出てくるわけです。 

 紛失した場合に、そのマイナンバーを悪用しよ

うと思ったら、そのマイナンバーでもって、その

人のいろんな情報をまた別の情報を入手するとい

うことが可能になる可能性はあるんじゃないかと。 

 それは人間がやることだから、ネットワーク上

はセキュリティーはきいていても、やっぱり人間

というのは、いい人もおれば悪い人も出てくるわ

けで、そういったのを利用して個人情報をいろい

ろと収集するという、現実にそういう収集して、

名簿なんかは売り買いされたりしているわけです

けれども、そういうマイナンバーをくっつけた名

簿が売り買いされるという危険性も、私はあるん

じゃないかなと思っているんですが、そういう可

能性は全然ないですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）マイナンバーのつい

たそういったリストとか、そういうものは流出す

ることは、まず考えられません。セキュリティー

で確保されておりますので、それはないというふ

うに考えております。 

○委員（瀬尾和敬）私は、住基カードのころか

らカードを保持しています。マイナンバーの能力

について、今回はこうやって旧姓を得られるとい

うことで、これはまた一歩進んだと思います。 

 先般、印鑑証明が欲しくでマイナンバーででき

るものと思って入ったら「それじゃできないんで

すよ」と言われた。あれ、後退したのかなと思っ

て、これは一体どんな仕組みになるんですか、今

後。 

○市民課長（瀬戸口良一）その仕組みは、所管

事務調査のほうで資料により説明をしようとして

おりましたので、それでよろしいですかね。 

○委員長（福田俊一郎）所管事務調査のほうで

よろしいですか。 

○委員（瀬尾和敬）はい、わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）この予算に関係するこ

とで、御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○市民課長（瀬戸口良一）所管事務報告を、市

民福祉委員会資料により説明いたします。 

 委員会資料の２ページをお開きください。 

 ２件の市民サービスの運用開始を報告いたしま

す。 

 まず１件目です。瀬尾委員のほうからありまし

た印鑑証明等について、らくらく証明書交付シス

テムの運用開始であります。 

 目的につきましては、住基カードとマイナン

バーをお持ちの方は、全国のコンビニ等で証明交

付が受けられますが、窓口に交付機がなく窓口申

請となり御不便をおかけしていたしておりました。

申請書の窓口に来た場合は、交付機がありません

ので申請書を書いておりました。コンビニ交付利

用の推進を図ろうとするもので、１１月２１日に

運用を開始しております。 

 導入のメリットとしまして、２の手続の仕組み

にありますように、今まで窓口では申請書に記入

して証明書を取得していましたが、今回の運用開

始により、カードを持っている方は申請書を記入

せず待ち時間なく証明書を取得できます。 

 ですから、瀬尾委員のおっしゃいましたマイナ

ンバーカードを持ってきていらっしゃる方は、交

付機がありますから、そちらのほうで出せるとい

う形になります。 

 次に２件目は、コンビニ交付本籍地証明サービ

スの開始です。今まで、本市に本籍があり市外に

住んでいる方の戸籍証明取得は、本市の窓口に、



－17－ 

知っている方が委託を受けて来られるか、郵送請

求による手続が必要でしたが、マイナンバーカー

ド利用により戸籍証明が取得できるサービスを

１０月１０日に運用開始いたしました。 

 導入のメリットとしまして、今まで戸籍証明が

必要な方は郵送など手間がかかっていました。マ

イナンバーカードの利用により、全国のコンビニ

等で取得できるようになり、また、市といたしま

しても郵送請求窓口処理件数を減らすことができ

ることとなります。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たけれども、これより質疑に入ります。 

 瀬尾委員よろしいですか。 

○委員（杉薗道朗）恥ずかしい話なんですけど、

私もまだ住基カードのままなんです。コンビニ交

付機を使いますと、暗証番号を二つ入力せんと。

ところが、年のせいでしょうか、わからないです

けど、余りにも暗証番号を入れるのを考えてたも

んだから、なかなか一つしかできなくて、あと一

つがどれを打ってもなかなかできなかったんです

よ。しょうがないから、もう窓口で申請してもら

ったんですけど、私に及ばず、やっぱりほかの方

もそういうふうに暗証番号等を失念される方がい

らっしゃると思うんですが、そういうときは、ま

た窓口のほうに行って、本人が証明できるものを

持っていけば、手続上はすぐ教えてもらえるんで

すかね、そこをちょっとお聞きしたいです。 

○市民課長（瀬戸口良一）そういう例はほかに

もございます。このカードといいますか、３回間

違うと必ずロックされます。ですから使えません

ので窓口に来ていただいて、今やはり高齢者の方

など、そういうのが多いです。 

 ですから、今、交付機の隣に再申請の紙を設け

てあります。それと身分証明書があると、もうそ

の場で教えることができます、御本人が見えられ

たら。 

 マイナンバーカードですと顔写真がありますか

ら、身分証明書になりますから、高齢者の方もそ

の場でお教えするという形になります。 

○委員（杉薗道朗）ちなみに、件数的にはやっ

ぱり何件かありますか、そういう。 

○市民課長（瀬戸口良一）件数は多いときで

１０件、内容・状況は、代理のほうから件数を説

明させます。 

○課長代理（坂元久徳）１１月２１日から、こ

の運用を開始したわけですが、約１カ月間の間に

８９件の申請が、このらくらく証明書交付システ

ムを使っての交付申請があったということになり

ます。 

○委員（杉薗道朗）はい、わかりました。あり

がとうございました。 

○委員（井上勝博）ちょっと今、聞かれて答弁

された内容で、その１０件というのは一日ですか、

それとも一月ですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）一日です。 

○委員（瀬尾和敬）このマイナンバーカードの

市民権というか、例えば川内原発に入るときには

身分証明するものが必要だと。そうすると運転免

許証と来るんですよね。マイナンバーカードとい

うので要請されたことは、まずないんですよ。運

転免許証がまず多くの人が所持されているからか

もしれませんが、私はマイナンバーカードも相当

有力な方法だと思うんですけど、このあたりはど

うなんですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）これは、その求める

ところが、運転免許証、マイナンバーカード、ほ

とんど金融機関等は運転免許証、マイナンバー

カード、自治体、国、どこも大丈夫なんですけど、

出すところがどういう判断をするか、これは国も

マイナンバーカードを身分証明書と認めるように

周知しているはずですので、そこはまたちょっと

聞いてみます。 

○委員（新原春二）私は非常にマイナンバー

カードの制度は非常にすぐれているなと、ありが

たく、今、使わせてもらっているんですけれども、

まだ市民の皆さんにも、ぜひつくってくれという

ことで普及をお願いする一人なんですが、ただ、

何が一番いいかというのは、緊急に処理ができる

というのが一番もう最高のメリットでありますし、

また身分証明書でも最近「住基カードもいいです

よ」というのが印刷物にも結構ありますので、こ

の分については大変ありがたいなと思いますけれ

ども、今回１ページに示されてあります旧姓併記

の関係なんですが、基本的には、やっぱり住民票

が基本になりますので、その住民票のある市町村

役場においての申請ということで確認してよろし

いですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）はい、そのとおりに

なります。住民票のある場所での申請になります。 

 ですから、転出されても、その旧姓併記されて
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いる方が転出されるときは、今度は転出証明書に

それが記載されて別に市町村に移って行きますの

で、そこはずっと引き継いでいかれるという形に

なります。 

 だから、外国に転出する場合とか全てにおいて、

やはり対応を考えられて、その内容を来年の今回

の予算で要求したもので改修する形になります。 

○委員（新原春二）わかりました。 

 それともう一つ、それはシステム改修の内容が

ここに記載されておりますけれども、政府もかな

り広範囲な、このカードに対する処理範囲といい

ますか、そういうものをふやしていこうという状

況にありますけれども、当面、市町村におけるそ

うした拡大の要素というのは、基本的にどういう

ものからやっていきますよということで、政府と

して指示が来ているのか、まだ来ていなくて政府

の思惑で今、話がされているのか、そこら辺の住

基カードに搭載をされるサービスについての最近

の情報というのは、どういうものですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）それらの統括的なと

ころは行革になるわけですけれども、今、進んで

きておりますのが、県と一体化した子育てワンス

トップですとか、それがもう開始されていますし、

今後、県の電子申請システムがあるんですけど、

その中からできるものからマイナンバーのほうに

シフトしていくと考えますし、それと国のほうで

示されているのは、「マイナキー」といって、ま

た別の番号を用いて図書ですとかポイントサービ

スとかできるようなものは今できております。 

 ですから、今後、市としてどのようなサービス

を取り込んでいくものと、あとは県と一緒になっ

た主体でどうやって広げていくかという形になる

かと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

○委員（井上勝博）済みません、別の件なんで

すけど、市民総合相談みたいなのもやられている

じゃないですか。いいですか、その質問。 

○市民課長（瀬戸口良一）総合相談は保護課の

ほうになります。 

○委員（井上勝博）はい、わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、市民課の審査を終わります。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、市民健康課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、審査を一時中止

しておりました議案第１５６号平成２９年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）まず、一般会計か

ら御説明申し上げますので、予算に関する説明書

の３９ページをお開きください。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、事項、保健衛生

一般管理費では２３２万９,０００円の減額になり

ます。平成２９年度の人事異動に伴う給与費の減

額補正であります。同じく事項、地域医療対策費

４２万６,０００円の減額は、後ほど御説明申し上

げますが、平成２９年度の人事異動に伴い、国民

健康保険直営診療施設勘定特別会計の歳出が減額

となったことに伴う減額補正になります。 

 次に、２目保健センター管理費、事項、すこや

かふれあいプラザ管理費では、４万２,０００円の

増額です。すこやかふれあいプラザの避難誘導灯

取りかえ修繕に伴うものであります。同じく事項、

保健センター管理費１１万８,０００円の増額は、

入来保健センター、東郷保健センターの避難誘導

灯取りかえ修繕及び祁答院保健センターの女子ト

イレフラッシュパルプ取りかえ修繕に伴うもので

あります。 

 次に、３目保健指導費、事項、健康増進事業費

は６１万４,０００円の増額で、それぞれのがん検

診に係る受診票等の印刷に伴うものであります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△議案第１６５号 平成２９年度薩摩川内

市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６５号

平成２９年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施

設勘定特別会計補正予算を議題といたします。 
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 当局の補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）続きまして、議案

第１６５号国民健康保険直営診療施設勘定特別会

計補正予算について説明いたします。 

 予算に関する説明書の１６６ページをお開きく

ださい。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費４２万６,０００円の減

額は、平成２９年度の人事異動に伴う給与費等の

減額補正であります。 

 次に、歳入予算について、御説明いたしますの

で、１６５ページをごらんください。 

 ７款１項１目一般会計繰入金４２万６,０００円

の減額は、今ほど御説明申し上げましたが、歳出

に係る一般会計からの繰入金を減額補正するもの

であります。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）市民福祉委員会の

資料の５ページをお開きください。 

 川内地域診療所の現況と今後の方針について、

御報告いたします。 

 まず、１番目、現況ですが、川内地域診療所は、

無医地区住民の医療の確保を図ることを目的に、

川内地域の湯田・西方・寄田・久見崎・高江の

５カ所に、川内市医師会の伊達病院、若松記念病

院、浜田医院及び済生会川内病院の医師の協力に

より開設しているところです。 

 開設回数は、各診療所、月１回で、平成２８年

度は１回当たり平均７.１人、平成２９年度の９月

までの１回当たり平均が６.６人となっております。 

 開設状況、診療実績の詳細は下記のとおりです。 

 ６ページをお開きください。 

 今後の方針についてですが、川内地域診療所は

旧川内市に現在の５カ所に、陽成・吉川の２カ所

を加えた７カ所がありました。平成１４年に一月

の受診者が１０名未満になった陽成・吉川の２カ

所を廃止し、現在の５カ所となり、その後、受診

者数の減少により診療日数を週２回から順次減少

させ、現在の月１回となっております。 

 薩摩川内市川内地域診療所運営協議会を毎年開

催しておりますが、平成２１年度より受診者数の

減少、医師不足等があり、診療所の存続について

検討してまいりました。その間、地区コミ会長や

診療所受診者にアンケート実施もしてまいりまし

た。平成２９年２月に開催しました同協議会にお

いて、２年をめどに廃止の方向で進めるという方

向性が示されたことから、平成３０年１月に開催

予定の同協議会で、診療所の廃止について協議し、

決定する見込みです。 

 なお、診療所受診者については、各診療所を管

理していただいている病院において、診療所廃止

後もフォローしていただくこととなっております。 

 ３番目の今後のスケジュールですけれども、平

成３０年１月に診療所所在の地区コミュニティ協

議会へ現在の状況と今後の方針（案）について説

明し、その後、薩摩川内市川内地域診療所運営協

議会において、診療所廃止を協議して、３月以降

に同協議会での決定事項について、地域へ周知す

る予定にしております。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、所管事務全般につ

いて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）ちょっと廃止をするという

ことで、地域の人にとってみれば、いろいろ不安

があるんだろうと思いますが、「なお、診療所受

診者については、各診療所を管理していただいて

いる病院において、診療所廃止後もフォロー」を

するというのは、これは具体的にはどういう、そ

の人が診療所に来られる方が決まっていると。そ
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ういう人については、病院が常に連絡をとるとい

う、そういうことなんですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）今、診療所を受診

されている方は、大体かかりつけの先生がいらっ

しゃる状況であります。その診療所の先生がかか

りつけになっている方は、その後も先生のほうに

フォローしていただくという形になります。訪問

診療が必要であれば訪問に行っていただいたりと

か、あと１カ月に１回の診療所の診療になります

ので、ほかのときにはその病院に行かれるという

こともありますので、それを継続していただくと

いう形になります。あとかかりつけ医が診療所の

先生でない方は、そちらのかかりつけ医のほうに

フォローしていただくという形にはなると思いま

す。 

○委員（井上勝博）それが大体どれぐらいいら

っしゃるかというのは、この表でわかるんですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）アンケートをとら

せていただいたときには、かかりつけがいらっし

ゃる方が６割以上で、あと持病がある方が６割と

いうことで、診療所のほうと、あとかかりつけ医

のほうと今かかっていらっしゃるという状況であ

ります。 

 あと実質的な人数は、それぞれの実績のほうで

見ていただければと思いますけれども、ここに書

いてあるように、実績としては、人数としては

１回当たりが六、七人ということになりますけれ

ども、その方々がほとんどがかかりつけ医を持っ

ていらっしゃって、あと、もし何かあったときに、

緊急なときにどうするかという質問とかもさせて

いただいたんですけれども、家族の方に乗せても

らうとか、あとどうしても救急車しかいないとい

う方は１割程度しかいらっしゃらなかったので、

もし何かあったときには救急で運んでいただくと

いう形でしていただくこととなっております。 

○委員（井上勝博）これ、回数と人数というこ

とで、例えば湯田診療所の場合は、この「３９」

というのは３９人という意味ではないわけですよ

ね。回数を掛けてあるんだと思うんですけれども、

例えば湯田診療所では何人ぐらいの人がそういう

人がいらっしゃるとか、そういう数字はわかるわ

けですか、それぞれの診療所ごとに。 

○市民健康課長（檜垣淳子）一月でいいますと

４人とか５人とかそういう数字になります。 

○委員（井上勝博）いや、先ほどフォローが必

要な人がいらっしゃるということだったので、そ

のフォローが必要な方というのが、それぞれの診

療所ごとに顔ぶれで何人ぐらい、例えばいらっし

ゃるとか、そういう数字はわからないんでしょう

か。 

○市民健康課長（檜垣淳子）フォローするとい

うのは、診療所に来ている方全員になりますので、

その後の状況はフォローしていただく形というこ

とです。 

○委員（井上勝博）済みません。例えば湯田診

療所の管轄では３９人いらっしゃるというわけじ

ゃないじゃないですか。これを４で割るんですか。

そういうことなんですかね。 

○市民福祉部長（上大迫 修）委員が見ておら

れます「３９」というのは、年間で３９名おられ

るということです。十二月なので、大体、先ほど

申し上げました四、五名の方が診療所に通ったり

とかしておられるということなので、この四、五

名の方はそれぞれかかりつけ医や通院されている

方々の病院がありますので、そこの先生方が今後

は見ていかれるという形で協議が調っているとい

うことでございます。 

○委員（井上勝博）四、五名いらっしゃると。

それはほとんどの診療所で大体四、五名だと、そ

ういうふうに理解していいんですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）各診療所でそれぞ

れ人数は違いますけれども、西方であれば九人か

ら十人ですね、人数で言えば。ただし１回しか来

られてない方もいらっしゃるかもしれませんので、

継続で来ていらっしゃる方ということではありま

せんけれども、多いときで十人、あと湯田であれ

ばさっき言いました四人と、寄田であれば七人、

久見崎であれば八人、あと高江であれば六人とい

うような数字になります。 

○委員（井上勝博）わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、障害・社会福祉

課の審査に入ります。 

────────────── 



－21－ 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、審査を一時中止

しておりました、議案第１５６号平成２９年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）障害・社

会福祉課でございます。 

 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算につ

いて、説明をいたします。 

 予算に関する説明書の３３ページをお開きくだ

さい。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の社会福祉管理運

営費のうち、障害・社会福祉課分は、平成２９年

度１０月の人事異動等に伴う人件費の調整、及び

民生委員・児童委員の県の活動手当が増額された

ことにあわせ、市の社会福祉事務嘱託員としての

報酬が不足するため補正をするものでございます。 

 続きまして、２目身体障害者等福祉費の一般障

害者自立支援事業費につきましては、１０月の人

事異動等に伴う人件費の調整でございます。 

 次に、障害者（児）自立支援事業費につきまし

ては、障害者総合支援法改正法の平成３０年４月

施行に伴う福祉システムの改修事業委託料と障害

者自立支援等給付費の実績見込みと、平成２８年

度の国庫負担金確定による精算返納金の補正でご

ざいます。 

 次に、特別障害者手当等給付事業費につきまし

ては、平成２８年国庫負担金確定による精算返納

金でございます。 

 次に、障害児通所支援事業費につきましては、

心身障害児児童発達支援、放課後等デイサービス

事業、保育所等訪問支援事業等給付費の実績見込

み、及び児童発達支援事業の利用者の増加に伴う

負担金助成額の補正でございます。 

 続きまして、３４ページをお開きください。 

 ３目地方改善対策費は、入来会館の空調機及び

旧永田会館の浄化槽送風機の修繕を行うための補

正でございます。 

 次に、歳入でございます。 

 予算に関する説明書の１５ページをお開きくだ

さい。 

 １４款１項２目民生使用料、１節民生使用料に

つきましては、児童発達支援事業施設利用者の増

加に伴う使用料の増額補正でございます。 

 続きまして、１６ページになります。 

 １５款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費

負担金につきましては、障害者自立支援等給付費

等の実績見込みの補正に伴う国庫負担金の増額補

正です。同じく３節児童福祉費負担金のうち障

害・社会福祉課分は、児童発達支援センター給付

費負担金の実績見込みの補正に伴う国庫負担金の

増額補正でございます。 

 続きまして、１７ページをお開きください。 

 ２項２目１節社会福祉費補助金は、先ほど歳出

予算の補正で説明した障害者総合支援法改正法の

平成３０年４月施行に伴う福祉システムの改修事

業の補助金でございます。 

 続きまして、１９ページをお開きください。 

 １６款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費

負担金等につきましては、障害者自立支援等給付

費の実績見込みの補正に伴う県負担金の増額補正

でございます。同じく、３節児童福祉費負担金の

うち障害・社会福祉課分は、児童発達支援セン

ター給付費負担金の実績見込みの補正に伴う増額

補正でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次は、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）それでは、

市民福祉委員会資料の１１ページ、１２ページ。

１１ページをお開きください。 

 薩摩川内市子ども発達支援センターつくし園の

民間譲渡についてでございます。この件につきま

しては、９月の委員会で譲渡財産の状況等、それ

から公募・選定に当たっての方針等について説明

をさせていただきましたが、募集要領及び候補者

選定要綱に基づき、譲渡先優先候補者の選定を行

いましたので、報告をさせていただくものでござ

います。 

 ２番の民間譲渡に係るこれまでの経緯をごらん

ください。１０月３日から、市のホームページに
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募集要領を掲載し、市内の関係事業者へは、電話

での連絡も行ったところでございまして、募集に

つきましては１１月２日で締め切らせていただき、

１１月１７日に選定委員会を行ったところでござ

います。 

 ３の譲渡先優先候補者選定委員会結果について

でございますが、応募事業者は２者ございました。 

 選定委員会の委員につきましては、学識経験者

に純心女子大学と亀山小から、それから地元代表

には永利の民生委員・児童委員協議会から、それ

から利用者代表には、つくし園保護者会から、そ

れから行政のほうは市民福祉部長、財産活用推進

課長、障害・社会福祉課長の合計７名で、応募申

請書類から第１段階として書類審査を行い、書類

から判断できない部分などにつきましては、選定

委員会時に応募事業者からプレゼンテーションを

行っていただき、それに対する質疑応答によるヒ

アリング審査ということでの２段階で評価をして

いただいたところでございます。 

 採点結果については１２ページ別紙、採点結果

表のとおりでございます。１事業実績、２事業の

継承及び継続性、３職員体制等、４公益的事業の

展開、５事業提案の審査項目で評価していただき、

７００点満点中、社会福祉法人薩摩川内市社会福

祉協議会が６０６点、得点率約８６％ということ

で、他の１者につきましては、今回基準点として

得点率６０％、４２０点に設定をしておりました

が、わずかに及ばなかったために、記載について

は省略をさせていただいております。 

 譲渡先優先候補者としては、資料１１ページの

３の（２）に戻っていただきまして、社会福祉法

人薩摩川内市社会福祉協議会、現在の指定管理の

事業者でございますが、決定を、選定をしたとこ

ろでございます。 

 この結果については、既に応募事業者へは

１１月２７日に郵送してあるところでございます。 

 ４の今後のスケジュール（案）でございますが、

１２月中には優先候補者と仮契約をさせていただ

き、来年の３月議会に譲渡議案を上程させていた

だき、議決いただいた後に本契約、そして４月か

ら譲渡先法人による事業開始を予定しているとこ

ろでございます。 

○委員長（福田俊一郎）委員会資料も含めまし

て、所管事務全般について、これより質疑に入り

ます。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）つくし園は、そのまま今ま

でのように、子どもたちの発達支援のための役割

というのは、同じ役割をこれからも果たすという

ふうに理解していいんだろうと思うんですけれど

も、このつくし園と同じようなサービスを行って

いる事業者というのは、市内でどのぐらいあるん

でしょうか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）センター

事業という形で実施しているところは、つくし園

が１カ所で、児童発達支援施設ということでの事

業のほうは３カ所ございます。 

○委員（井上勝博）センター事業というのはど

ういう仕事なんでしょうか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）センター

機能というのは、通所によりまして療育をする機

能と、それから地域の療育の拠点施設、中心的役

割を果たす施設ということ。それと保育所等訪問

支援事業、この主には通所での療育と保育所等訪

問支援事業、それと地域の拠点施設としての役割

を果たしていただく。この三つを大きなセンター

の役割と考えているところです。 

○委員（井上勝博）唯一のそういう機能を持っ

た、役割を持った、つくし園を、なぜ市が手放し

たんだろうという疑問点がやっぱりどうしても出

てくるわけで、やはりそういう唯一の機能である

ならば、市がきちっと守るというか、そういうこ

とを果たすように守るということが求められるん

じゃないか。だから、つくし園というのを市がつ

くって今まで社会福祉協議会に指定管理者でやっ

てもらっていたんだと思うんですよね。 

 だから、全部、全面的にやってしまうと、例え

ば業者の都合によって廃止するとかそういうこと

が起こるんじゃないかという、そういう不安とい

うのが出てくるんですけれども、そういう不安と

いうか心配はないというふうに言えるんでしょう

か。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）募集要領

の中で、期限を区切ってということではございま

すけれども、１０年間は確実に事業を継続してい

ただく。そして、その間につきましても、社会福

祉協議会のほうが事業者となったからといって、

全面的に市が手を放して、もう全てをということ

ではなく、事業の進め方等につきましては、市の

ほうとしても障害者計画であったりとか障害福祉
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計画であったりとか、そういう療育の施策等につ

きましても、同じ方向性を向いていただきながら

事業を進めていただきたいというふうに注視をし

ていきたい、連携をとっていきたいと思っていま

す。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

 ここで休憩いたします。再開はおおむね１３時

といたします。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５６分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 １時   開議 

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、高齢・介護福祉

課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、審査を一時中止

しておりました議案第１５６号平成２９年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

議案第１５６号平成２９年度薩摩川内市一般会計

補正予算の高齢・介護福祉課分について、御説明

申し上げます。 

 まずは、歳出から説明させていただきますので、

予算に関する説明書の３３ページをお開きくださ

い。３３ページでございます。 

 まず、３款１項１目社会福祉総務費のうち高

齢・介護福祉課分は、備考欄に記載の権利擁護セ

ンター運営補助金の減額５２万７,０００円になり

ますが、これは補助先である社会福祉協議会の人

事異動に伴う人件費等の実績見込みによるもので

す。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 ３款２項１目老人福祉総務費の減額は、

１００歳到達の特別敬老金を除く、敬老金配布終

了に伴う実績見込みに基づく減額になります。 

 次に、同項２目老人措置費の増額は、養護老人

ホーム入所者増等に伴う増額補正になります。 

 次に、同項３目介護保険対策費の増額は、異動

等に基づく職員手当や介護保険特別会計への繰出

金を減額したほか、平成３０年４月からの制度改

正に向けた介護保険システム改修業務委託及び低

所得者保険料軽減負担金に係る国庫支出金等精算

返納金を計上しております。 

 次に、同項４目養護老人ホーム費の減額は、指

定管理委託を行っている養護老人ホーム甑島敬老

園の人件費等、実績見込みに基づく減額になりま

す。 

 続きまして、歳入について御説明させていただ

きますので、１４ページをお開きください。

１４ページでございます。 

 １３款２項１目民生費負担金の増額は、先ほど

歳出で説明しました養護老人ホーム入所者増に伴

う個人負担金の増額になります。 

 次に、１７ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金のうち、高齢・介

護福祉課分は、５節介護保険事業費補助金になり

ますが、これは歳出でも説明しました制度改正に

向けた介護保険システム改修に係る補助金で、補

助率は人口１０万人以下という区分での定額補助

になります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△議案第１６６号 平成２９年度薩摩川内

市介護保険事業特別会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６６号

平成２９年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補

正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、
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議案第１６６号平成２９年度薩摩川内市介護保険

事業特別会計補正予算について、御説明いたしま

す。 

 提案理由につきましては、本会議で説明してお

りますので省略させていただきます。 

 まずは、歳出から説明させていただきますので、

予算に関する説明書の１８０ページをお開きくだ

さい。 

 １款１項１目居宅介護サービス費の減額は、備

考欄に記載のとおり、居宅介護サービス給付費及

び居宅介護住宅改修費の実績見込みに基づく補正

になります。 

 次に、１８１ページをごらんください 

 １款４項４目高額介護サービス等費の増額は、

備考欄に記載のとおり要支援者が対象の高額介護

予防サービス費の実績見込みに基づく補正になり

ます。 

 次に、１８２ページをごらんください。 

 １款６項１目介護予防サービス費の増額は、備

考欄に記載のとおり要支援者が対象の福祉用具及

び住宅改修費の実績見込みに基づく補正になりま

す。 

 次に、１８３ページをごらんください。 

 ３款２項２目総合相談事業費については、健や

か支援アドバイザーの年間活動に対する謝礼を補

助金から報償費に組みかえるものです。 

 次の同項８目在宅医療・介護連携推進事業費の

減額は、当初、医療や介護の資源調査を含めた医

療・介護連携のための計画策定に関するコンサル

タント委託を予定しておりましたが、相談窓口設

置を含む在宅医療・介護連携を図るため委託して

いる川内市医師会及び薩摩郡医師会において、既

に資源調査等を実施していただき、他職種連携に

関しても各種研修会等の取り組みのほか、郡医師

会においてはタブレット端末による他職種間の情

報共有システムを導入し、また川内市医師会にお

いても同様のシステムをテスト中であり、連携の

ためのシステムづくりが進行中であることから、

改めて連携のための計画づくりは現段階では必要

ないと判断し、コンサル委託を取りやめたことに

よる減額補正になります。 

 次に、１８４ページをごらんください。 

 ３款３項１目介護予防・生活支援サービス事業

費、それから２目介護予防ケアマネジメント事業

費、及び３目高額介護予防サービス費相当事業費

については、それぞれ備考欄に記載のとおり、要

支援者及び総合事業対象者に係る生活支援サービ

スやケアマネジメント費等の実績見込みに基づく

ものになります。 

 次に、１８５ページをお開きください。 

 ３款４項１目一般介護予防事業費については、

最低賃金改定に伴う臨時職員雇上料への対応及び

里・上甑地域において事業者委託で予定していた

介護予防事業を直営で実施することとなったため、

委託料から普通旅費に組みかえるものです。 

 次に、１８６ページをごらんください。 

 ４款１項１目介護給付費準備基金積立金につい

ては、前年度繰越金及び国庫支出金等精算返納金

の確定に伴い増額補正を行うものです。 

 次に、１８７ページをごらんください。 

 ６款１項１目第１号被保険者保険料還付金は、

過年度分の保険料還付実績見込みに基づくもので、

同項２目償還金は、平成２８年度分の介護給付費

確定に伴う国庫支出金等の精算返納金になります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、１７５ページをお開きください。１７５ペー

ジでございます。 

 ４款２項４目地域支援事業交付金の減額は、歳

出で説明しました在宅医療・介護連携推進事業費

の５９４万円の減額に伴う国負担３９％分の減に

なります。 

 次に、１７６ページをごらんください。 

 ６款３項１目地域支援事業交付金の減額も、同

様の理由による県負担１９.５％分の減になります。 

 次に、１７７ページをごらんください。 

 ９款１項１目一般会計繰入金の減額も、同様の

理由による市負担１９.５％分の減になります。 

 次に、１７８ページをごらんください。 

 ９款２項１目介護給付費準備基金繰入金につき

ましては、前年度繰越金の確定に伴い、決算余剰

金が発生したため、基金繰入金として予算計上し

た分を減額するものであります。 

 次に、１７９ページをごらんください。 

 １０款１項１目繰越金につきましては、前年度

繰越金が確定したため、増額するものであります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 
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 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

高齢・介護福祉課の所管事務について説明させて

いただきます。 

 市民福祉委員会資料の１３ページをお開きくだ

さい。 

 平成３０年度から平成３２年度までの３カ年間

の計画である薩摩川内市老人福祉計画・第７期介

護保険事業計画について、学識経験者や各種団体

からの推薦委員及び一般公募委員で構成する計画

推進委員会において、計画（案）を取りまとめま

したので、その概要版で御説明させていただきま

す。 

 １５ページをお開きください。 

 １５ページには、関係法令など計画の位置づけ

と計画期間を掲載しております。 

 あけていただき、１６ページをお開きください。 

 １６ページには高齢者人口と前期高齢者・後期

高齢者の構成に関する推移を掲載しており、

１７ページには要介護認定者数の過去の推移を掲

載しております。 

 １７ページの中段、第１号被保険者の認定率を

見ていただきますと、平成２４年度の２２.９％を

ピークに、認定率は少しずつ減少してきておりま

す。 

 あけていただき、１８ページになります。 

 １８ページには、本計画の基本的な考え方とし

て、まず、１の基本理念ですが、第２次薩摩川内

市総合計画の方向性も踏まえ、第６期に引き続き

「高齢になっても安心して、いきいきと誇りを持

って暮らせるまちづくり」を基本理念とし、２の

施策展開としては、国の制度改正の方針等も踏ま

え、１点目に、医療・介護・予防・福祉・生活支

援のサービスを切れ目なく提供できる体制づくり

を推進する、地域包括ケアシステムの強化への取

組。２点目に、住民主体の取組や活動を推進する、

参加と協働の地域づくりの推進への取組。３点目

に、より健康な状態での日常生活が送れるよう、

自立支援・重度化防止に向けた取組を柱とし、施

策を展開していきたいと考えております。 

 あけていただき、２０ページから２２ページに

かけて、基本理念及び施策展開を踏まえた七つの

基本目標を記載しておりますが、説明は省略いた

しますので、後ほど御確認ください。 

 次に、２３ページをごらんください。 

 介護サービスの見込み量と保険料の考え方にな

りますが、まず、１の日常生活圏域では、これま

で四つの圏域としておりましたが、今回は、下の

図に掲載した、より密着した八つの圏域を設定し、

各圏域の実情に応じた取り組みを実施することと

しております。 

 あけていただいて、２４ページです。 

 ２の介護サービス利用見込みについて、まず、

第１号被保険者に対する介護認定者数と介護認定

率ですが、中ほどにあります介護認定率について

は、先ほど平成２４年度をピークに少しずつ減少

傾向と説明しましたが、平成２８年度末は

１９.２％となっておりましたが、平成２９年度に

なって少し増加傾向が見られ、本年９月末現在で

１９.５％となっております。 

 これは、純粋な自然増の要因のほか、若干では

ありますが、平成２８年度から始まった認定を受

けずに基本チェックリストの判定により一部サー

ビスが受けられる総合事業対象者が、サービス量

が限られるため、やはり介護認定を受けようと、

介護認定に切りかえるケースも一部見られており

ます。しかしながら、今後も介護予防事業等に力

を入れることで、現行の水準を維持できるのでは

ないかと考え、認定率は１９.５％と推計したとこ

ろです。 

 それらをもとに、現在の各年齢５歳刻みの介護

認定者数の実績をもとに、平成３０年度以降の第
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１号被保険者の増加等を反映し、上段の表のとお

り介護認定者数を推計しました。認定率は同じで

すが、高齢者人口の増加により介護認定者数自体

はふえていく傾向になります。 

 次に、介護保険サービス費用の見込みについて

ですが、介護認定者数に対する現在のサービス利

用の実績等をもとに、今後の認定者数の推計結果

から積算したほか、第７期計画の中間年度に当た

る平成３１年度からグループホーム９床、地域密

着型特養２９床、広域型特養１０床の増床を見込

み費用を推計しており、３カ年間の費用合計は約

３１６億円と見込んでいます。 

 次に、２５ページの３、保険料の考え方につい

てです。 

 掲載している区分表ですが、第７期においても

第６期同様、１３段階１３階層を予定しておりま

す。なお、第２段階の負担割合は０.６２５とあり

ますが、国の基準は０.７５であり、市単独の軽減

として議会の承認を得て０.６２５となっておりま

す。 

 第７期においても同様の軽減を実施したいと考

えておりますが、議会の承認を得る必要があるこ

とから、表の上に米印で「負担割合は第６期計画

分で掲載しています。」と記載したところです。 

 また、上段に記載のとおり、介護サービス費用

の推計から、国の調整交付金見込み額を控除後の

第１号被保険者の負担相当額は、約６０億

７,６００万円になり、この負担相当額から保険料

を算出した場合、現行の月額６,１００円から保険

料を上げざるを得ない状況にはありますが、介護

給付費準備基金の充当等により、保険料としては

確定ではございませんが、おおむね現行の水準を

維持できると見込んでおります。 

 なお、同計画（案）につきましては、本日

１２月１４日から来年１月１５日までパブリック

コメントを実施し、その後、来年３月に計画を決

定する予定となっておりますが、介護保険料に関

しましては、来年、平成３０年第１回市議会定例

会に条例改正案を上程させていただく予定として

おります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、所管事務全般につ

いて、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）今の説明でありますと、基

準額６,１００円を維持するということですが、条

例改正案は提案されるわけですけど、その条例改

正案は要するに期間の変更ということなんですか

ね。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）保険料に

変更がない場合は、期間等の改正になります。 

○委員（新原春二）７期の施設新設のお話があ

りましたけれども、それについては事業者が申請

見込みなのか、一応、概算を市のほうで、これぐ

らいは必要なのではないかということで算定をさ

れたのか、これはどうですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）本来、増

設に関しましては、待機者数からこの程度、整備

したほうがいいというところの検討を行うべきで

はあるとは思うんですが、やはりこれも今後の高

齢者人口の増加、もしくは一定期間においては、

また減少傾向に移りますので経営等もございます。

そういった意味から、事業者から要望があった増

床計画に基づいて、今回の計画には反映させてお

ります。 

 この計画が成立した後には、その事業者が即そ

の整備ができるというものではなくて、一般に公

募をした上で、手が挙がった中から選考していく

という形になります。 

○委員（井上勝博）保険給付から外れるという

ことで、私の認識というのは介護保険から、サー

ビスから外れるんだろうかというふうな認識で思

っていたんですが、この介護保険会計の中から外

れるのではなくて保険給付から外れるという意味

は、全国一律のサービスから外れるというふうに

理解していいのかと。 

 要するに、要支援の人たちが保険給付から外れ

ていますよね、要支援の人たちのサービスは保険

給付から外れていますよね。それで、今度、政府

は要介護１と２を保険給付から外すという、そう

いうことを考えているというふうに聞いているん

ですけれども、この保険給付から外すという意味

が、まだ私はよくわからなくて、保険給付から外

すということは、全国一律のサービスから外すと

いうことで、それぞれの市町村の独自のサービス

を提供するということなのかなというふうに、ち

ょっと考えたわけなんです。 

 その財源は、じゃあどこから持って来るのかと

いったら、介護保険の財源から持ってくるという

ふうになるんだろうと思うんですけど、そうする
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と、介護保険会計が苦しいところは保険給付から

外れたこのサービスがそれだけお金をかけられな

くなってしまうという、そういう危険性が出てく

るんだろうかなというふうに思ったもんですから、

その辺についての保険給付から外すという意味を

解説していただけますか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）介護認定

者、それから要支援者、それから総合事業対象者

も、介護保険会計の中での給付になります。 

 資料の２４ページをごらんいただきたいと思う

んですが、中段の表に「介護保険サービスの費用

の見込み」という欄がございます。大まかに言い

ますと、この介護給付費というのが介護１から

５までの方、それから介護予防給付費というのが

要支援１・２の方、それから地域支援事業費とい

うのが一部、要支援１にも入りますが、総合事業

対象者及び一般の高齢者という形の、おおむねそ

ういったすみ分けになります。 

○委員（井上勝博）この介護給付費というのは、

介護給付費を例えば国や県、市、そして被保険者

や、それからほかにもあったと思うんですよね、

市民からの負担と。それで、この介護予防給付費

と地域支援事業費というのの中には、国や県や市

の負担というのは、どのぐらい入ってくるんです

か。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）まず、基

本的には５０％が税です。国が２５％、県・市が

１２.５％、あと保険料のほうが５０％で、１号の

被保険者が来年度からは２３％、２号が２７％で

す。 

 それから、地域支援事業のほうになりますと、

国のほうが３９％、それから県・市が１９.５％、

それから１号が２２％ということで、２号保険が

入らないという形になります。 

○委員（井上勝博）ごめんなさい。もうちょっ

と私も勉強してみたいと思うんですけれども、国

が介護保険給付から要介護１・２を外すという方

向があるのは御存じだと思うんですよ、そういう

議論がされているのは。これは何を国は考えて外

すというふうに考えているのかを、ちょっと説明

していただけませんか。なぜそんなことを考える

のか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）済みませ

ん。その検討がされていること自体は把握はして

おりますが、その中身、方向性については、済み

ません。私、勉強不足で把握しておりませんので、

ちょっと本日お答えすることができません。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。よろ

しいですね。 

 ほかにないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、保護課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、審査を一時休止

しておりました、議案第１５６号平成２９年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保護課長（松尾和俊）保護課です。補正予算

につきましての説明いたします。 

 予算に関する説明書の３３ページをお開きくだ

さい。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、事項、生活困窮

者自立支援事業費につきまして、１１１万円の増

額補正を行うものであります。補正の内訳としま

して、委託先であります薩摩川内市社会福祉協議

会の人事異動による人件費の増に伴い、委託料を

増額するものであります。 

 次に、３８ページをお開きください。 

 ３款４項１目生活保護総務費、事項、生活保護

管理運営費につきまして、５,２２２万円の増額補

正を行うものであります。補正の内訳としまして、

給料、職員手当及び共済費につきましては１０月

の人事異動に伴う補正であり、通信運搬費は郵便

料等の実績に伴う減額、手数料は生活保護医療審

査支払手数料等の実績に伴う減額、並びに国庫支

出金等精算返納金は生活保護費等国庫負担金の確

定に伴い、平成２８年度中に多く受け入れた国庫

負担金を返納するために増額補正するものであり

ます。 
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 ２目扶助費、事項、生活保護費につきましては、

歳入のところでも説明いたしますが、生活保護費

返納金が生じたことによる財源調整であります。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 予算書の１６ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、４節生活保護費

負担金につきまして、２３１万円の増額補正を行

うものであります。内訳としまして、平成２８年

度の生活保護費等国庫負担金の確定に伴い、メニ

ュー事業の一つであります介護扶助費等国庫負担

金が精算不足であったことから、国庫負担金が追

加交付されることになりましたので、増額補正す

るものであります。 

 続きまして、２４ページをお開きください。 

 ２１款５項４目１節雑入、説明欄の上から４番

目、生活保護返納金（滞納分）９０万円でありま

すが、これは過年度の生活保護返納金で、その下、

生活保護返納金７３０万円は、現年度の生活保護

法第６３条に規定する返納金。その下、生活保護

徴収金３万円は、現年度の生活保護法第７８条に

規定する徴収金について受け入れましたので、増

額補正するものであります。 

 法第６３条に規定する返還金とは、被保護者が

保護費を受給した後、年金・手当等の遡及受給や

介護保険の償還金など、何らかの収入があったこ

とにより収入相当分を返還させるもので、法第

７８条に規定する徴収金とは、被保護者が就労収

入などがあったにもかかわらず、未申告または虚

偽の申告をするなど、不実の申請、その他不正な

手段により保護費を受給した者に対し、厳しく指

導した後、不正受給として徴収するものでありま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）後でもよかったんですけど、

今、返納金のお話をされたものですから、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

 この返納金の場合は、本人が年金を受給したり

とか、いろんな収入があったのに申告しなかった

ということによる返納と。ただ、事務的なミスに

より生活保護費を多目に支給していたという、そ

ういうケースもたまに聞くことがあるわけですが、

それについては最近何か裁判で、事務側のミスの

場合は、もう返納しなくていいという裁判例が出

てきているわけですけれども、事務的なミスとい

うことで返納というケースというのは、今までは

あったんでしょうか。 

○保護課長（松尾和俊）過去にあったというふ

うに聞いております。その際は、返納をしていた

だいたということであります。 

○委員（井上勝博）金額の程度によると思いま

すけれども、事務的なミスでもって多額の金額を

返納ということになる場合は、やはりその判例が

出てきておりますので、そういう判例を踏まえた

上で、要するに負担をかけないように御注意いた

だくようにお願いをしたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次は、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○保護課長（松尾和俊）３件の報告をいたしま

す。 

 市民福祉委員会資料２６ページをお開きくださ

い。 

 １の保護の開始・廃止の状況ですが、昨年度の

保護開始世帯１２１世帯に対し、１０月現在

６５世帯であり、昨年同月比マイナス３世帯と、

昨年度と同様のペースで推移しているところであ

ります。 

 開始の理由として、複合的な要素もありますが、

最も多いのが預貯金の減少、次が世帯主の傷病、

次が定年・失業と続いております。これから考え

られるのが、主たる生計維持者の傷病・失業等に

より収入が途絶え、わずかな貯蓄を切り崩した結

果の生活困窮がうかがえるところです。 

 保護の廃止状況ですが、昨年度１２２世帯に対

し、１０月現在６３世帯であり、昨年同月比マイ

ナス６世帯と、これも昨年度と同様のペースであ

ります。 

 廃止の理由として最も多いのが、これは高齢者
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世帯が被保護世帯の半数以上という事情もありま

すが、死亡となっています。次の働きによる収入

の増加は、就労支援による結果も含まれ、次の社

会保障給付金の増加は、３の短縮年金でも説明い

たしますが、年金受給権が１２０月になったこと

による影響が大きいものと考えております。 

 続きまして、２の就労支援の状況ですが、昨年

度は支援対象者数８２名、就労開始者数延べ

３７名、保護廃止世帯数１６世帯でありました。

本年度も支援対象者数は毎月増加し、就労開始者

数は既に昨年度に迫る伸びとなっております。 

 しかし、就労に至っても短期での離職に終わる

ケースも多く見られるため、長期で安定した就労

に向け、支援対象者、ケースワーカー、就労支援

員、ハローワークの連携による四者面談等で、就

労支援を推進していきたいと考えております。 

 続きまして、３の法改正に伴う短縮年金請求・

決定状況です。１１月２０日現在、対象者数

１２４人に対し、請求数１２０人、進捗率は

９６.８％であります。請求数１２０人の裁定決定

金額は年額で３,３６２万７,７０１円、平均の年

額としまして一人当たり２８万２３０円でありま

す。 

 短縮年金取得による廃止世帯数は５世帯、うち

４世帯は養護老人ホーム入所者であり、これまで

無年金者として医療扶助のみの保護を受けており

ましたが、年金取得により医療扶助を要しなくな

ったことから廃止となったものであります。 

 もう１世帯は、法改正により再調査を行った結

果、新たに３００月を超える加入期間、これは他

市での免除期間及び婚姻期間中の空期間が判明し

たため、６５歳まで遡及された年金額で要否判定

を行った結果、保護否となったものであります。 

 なお、未請求の４人のうち、本日現在、一人の

申請が完了しております。残る３人は年金の請求

を拒否しているもので、主な理由として、年金が

受給できても年金と保護費を合わせ月額はこれま

でと変わらないのであれば請求する意味がないと

の申し出であります。 

 生活保護費は国民の税金であり、法第４条にも

ある保護の補足性の原理から、被保護者はその利

用し得る資産を活用することが義務づけられてお

ります。今後も粘り強く説明し、理解を得るよう

努めてまいります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これも含めて所管事務全般につい

ての質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）先ほどとも関連するかもし

れませんけれども、やっぱり年金が以前は２５年

入ってなければ支給されなかったのが、法改正に

よって１０年加入していれば、わずかだけど年金

が出てくるということからの、いろんな問題が起

こってきているというか、先ほどもあったような

年金をもらっているにもかかわらず保護費をもら

っていたと。そういうことも関係してきているん

でしょうか。そこら辺の背景を教えていただきた

いと思います。 

 それから、社会保障給付金の増加というのも、

これもそれの関連なのかも教えていただきたいと

思います。 

 それから、もう一つは、年金の資格があるかど

うかということについては、そうすると、もうス

ペシャリストになられていると思うんですよね。

それで、こういうケースがちょっと最近あったん

ですけれども、遺族年金の場合、生活生計を同一

にしているという場合にのみということになって

いて、その場合に、例えば夫が亡くなった場合に

妻が遺族年金を受け取ると。しかし、ＤＶがあっ

て離れ離れになっていて、そして生計は一緒にな

っていなかったんだけれども、夫が死んで遺族年

金をもらえるか、もらえないのかという問題につ

いては、これまでもそういうケースがもしあった

りしているのかどうか。 

 それから、総合相談窓口もされていますので、

そういったところについての、ＤＶがあったとき

の遺族年金の関係というのは、調べられたことが

あるかどうかということを教えていただきたいと

思います。 

○保護課長（松尾和俊）まず、年金の取得の関

係で、その背景ということでございますけど、生

活保護を申請された場合に、まず、年金事務所等

において、年金調査員を１名雇用しておりますが、

その方の調査によって、ほぼ今は把握をできてい

るところでございます。 

 今回の年金の改正により、以前は３００月であ

ったものが１２０月になったというのも、これも

現在、年金調査員が調査を行った結果が、今

１２４名の方が把握されているということでござ

います。 
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 それと、社会保障給付費の増加による廃止、こ

れは当然１２０月が出てきた関係で廃止というの

は４件あったということで、先ほど説明をさせて

いただいたところでございます。 

 次に、ＤＶによる遺族年金でございます。現在

のところ、年金のほうの法律的にはＤＶはちょっ

と入ってきておりませんので、正当な権利として、

そこはいただけるものというふうに考えておりま

すが、ただ、その相談があったかというと、ちょ

っとそこは記憶にないところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）いいですか。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、保護課の審査を終わります。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、子育て支援課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１５６号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、審査を一時中止

しておりました、議案第１５６号平成２９年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）議案第１５６号

一般会計補正予算、子育て支援課分について、ま

ず歳出から御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書３６ページをお開きくださ

い。 

 ３款３項１目児童福祉総務費は、２,１１５万

１,０００円の増額補正で、内容は説明欄をごらん

ください。事項、児童福祉管理運営費は、委託料

につきましては、保育所事務管理を行っているア

クロシティ福祉業務システムのカスタマイズに係

るもの、障害児保育事業補助金、その下、一時預

かり事業補助金については、実績見込みの増によ

るもの、国庫支出金等精算返納金につきましては、

平成２８年度子ども・子育て支援交付金、これは

放課後児童クラブ健全育成事業・延長保育事業等

の１３事業に係る実績確定に伴う精算返納金でご

ざいます。 

 ２目児童措置費は、２９万２,０００円の増額補

正でございます。事項、児童手当福祉費、国庫支

出金等精算返納金につきましては、平成２８年度

児童手当交付金実績確定に伴うもの。 

 次の３目児童館費は、２,７６７万６,０００円

の増額補正でございます。工事請負費につきまし

ては、永利児童クラブ浄化槽等の計画変更による

もの、放課後児童クラブ運営補助金につきまして

は、国の補助単価の改定と、障害児受け入れを行

う児童クラブの１カ所の増等によるものでござい

ます。その下、放課後児童クラブ送迎支援事業補

助金は、実績見込み増によるもの、放課後児童支

援員等処遇改善等事業補助金につきましては、実

績見込み減によるものでございます。放課後児童

クラブ施設整備補助金につきましては、当初、単

独事業で計上しておりました、永利町にございま

す社会福祉法人愛育会が運営する虫虫クラブ施設

整備が、国県補助に採択されたため増額を行うも

のでございます。 

 次 は 、 ４ 目 保 育 園 費 は 、 ２ , ２ ２ ０ 万

１,０００円の増額補正でございます。事項、保育

所運営費費用弁償、普通旅費及び工事請負費につ

きましては、下甑保育園におきまして０歳児の受

け入れを行うために、保育士の研修及び施設工事

が必要となったためでございます。 

 あけていただきまして、３７ページ国庫支出金

等精算返納金につきましては、平成２８年度子ど

ものための教育・保育給付費、これにつきまして

は保育所運営費の実績確定によるもの。 

 ５目母子福祉費は、５００万円の増額補正でご

ざいます。事項、母子生活支援施設措置費につき

ましては、実績見込みの増によるものでございま

す。 

 以上が歳出でございます。引き続き歳入につき

ましては、戻っていただきまして１６ページをお

開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、３節児童福祉費

負 担 金 の うち 子 育て 支援 課 分 は ３７ ４ 万

４,０００円の増額補正で、過年度分児童手当交付

金は、平成２８年度実績確定によるもの、母子生

活支援施設措置費負担金は、母子生活支援施設入

所に係るものでございます。 

 あけていただきまして１７ページ、１５款２項
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２目民生費補助金、３節児童福祉費補助金は、

２,０３９万９,０００円の増額補正で、子ども・

子育て支援整備交付金は虫虫クラブ児童クラブ園

舎建設に係るもの、子ども・子育て支援交付金は

放課後児童クラブ運営に係る国単価改正によるも

の。 

 あけていただきまして１９ページ、１６款１項

１目民生費負担金、３節児童福祉費負担金のうち

子育て支援課分は１２５万円の増額補正で、母子

生活支援施設措置費負担金は、母子生活支援施設

入所に係るものでございます。 

 あけていただきまして２０ページ、２項２目民

生 費 補 助 金、 ３ 節児 童福 祉 費 補 助金 は 、

１,０７５万７,０００円の増額補正で、社会福祉

施設等施設整備補助金は虫虫クラブ児童クラブ園

舎建設に係るもの、地域子ども・子育て支援事業

は放課後児童クラブ運営費に係る県補助単価改定

によるものでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第１５６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につ

いて、質疑は全て終了いたしましたので、これよ

り討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次は、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○子育て支援課長（知識伸一）今回は特にござ

いません。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、所管事務全

般について、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）待機児童の今の現時点での

状況を教えていただきたいと思います。 

○子育て支援課長（知識伸一）待機児童でござ

います。申込者ベースでちょっと御説明いたしま

すので、４月現在で５４人ということでお示しし

ておったんですけど、今１０月現在で１２８名と

いうことで、前年と比べまして１７名の減少です。 

 １０月現在の厚生労働省基準というのが４月が

７名でした。それが５８人ということになってお

ります。 

○委員（井上勝博）厚生労働省基準と実際の待

機児童の差というのは、どういうところですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）今、厚生労働省

基準と一般の申し込みの差ということなんですけ

ど、基本的には特定の園に、まず申し込まれると。

言い方が適当かどうかわかりませんけど、人気の

ある園というのは、やっぱりたくさん申し込みが

あります。定員がもう決まっておりますので、そ

の分がやはり相当出てきます。そういう方々が主

な、一番の理由ということでございます。 

○委員（井上勝博）厚生労働省基準というのは、

そういうほかにあいているのに保育園、保育所を

申し込んだんだけれども、その保育所だけが人気

が高くて漏れてしまったと。しかしほかに行かな

いで待っていると、そういう方を厚生労働省は待

機児童ではないと数えているわけですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）国の基準なんで

すけど、３０分以内に行ける保育園があるかどう

かを、まず調査します。そこにもし空きがあるか

どうか、そこは希望されていなくても、そこに空

きがあれば、厚生労働省基準では待機児童で、こ

れが新聞なんかによく出る数字で、子育て支援課

の場合は、うちの場合は両方を御報告していると

ころです。 

○委員（井上勝博）例えば、兄弟なのに保育園

が別々になっていると、そういうケースはあるん

ですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）兄弟も、人気が

あるところかどうかわかりませんけど、そういう

形で最初の方は入れたとしますけど、２番目のお



－32－ 

生まれになったときとかいうのもあるんですけど、

そういうので若干、兄弟で別々のところもおられ

ます。待っておられるという方もあると思います。

認可外とかもあるものですから、そういう形で。 

 そういうのは、なるだけ年度末の新しい年度に

なりましたら希望調整をしまして、なるだけ私ど

もも、基本は御兄弟が同じところを希望されたら

入れるような形では考えておるところでございま

す。 

○委員（井上勝博）どのぐらい、いらっしゃい

ますか。 

○子育て支援課長（知識伸一）済みません。今

ちょっと数字は持ってないんですけど、一桁の数

字だったと思います。もし後でよろしければ、後

で井上委員のほうには報告いたします。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。 

［当局退室］ 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（福田俊一郎）以上で、日程の全てを

終わりました。委員会報告書の取りまとめについ

ては、委員長に御一任いただくことに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（福田俊一郎）閉会中に現地視察など

委員派遣を行う場合は、その手続を委員長に御一

任いただきたいと思いますが、そのように取り扱

うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

────────────── 

△開  会 

○委員長（福田俊一郎）以上で、市民福祉委員

会を閉会いたします。 
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